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Ⅰ はじめに 
 
 近年のわが国における高齢化の進展及び疾病構造の変化、生活習慣病有病者・予備群の増加等に

より、疾病予防のための保健指導、介護予防、食育等に関する地域保健活動の重要性がますます高

まっている。また、地域における健康課題は多様で複雑化している中、住民ニーズを的確に把握し

て、地域特性に応じた健康・栄養施策の推進が求められている。さらに、医療の高度化や高齢化等

により医療費等がますます増加し、自治体においては、より効率的・効果的な行政運営が求められ

ている。 

これらに対応するため、都道府県、保健所設置市、特別区、市町村における公衆栄養分野の管理

栄養士・栄養士（以下、「行政栄養士」という。）の人材育成は必要である。しかし、全国的に行

政栄養士の人材育成マニュアル等の整備率は低く、系統立った教育体制は充分とはいえない現状で

ある。 

 そこで、公益社団法人日本栄養士会（以下、「（公社）日本栄養士会」という。）の公衆衛生事

業部では、次の「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本方針」

や「公益社団法人日本栄養士会生涯教育制度」に対応する「人材育成ガイド」を作成した。 

この「人材育成ガイド」の活用により、各自治体や都道府県栄養士会で行政栄養士の効果的な人

材育成システムの構築が推進され、健康日本２１(第二次)をはじめ、健康増進計画等の目標達成に

貢献できるよう、行政栄養士の質の向上が図られることを期待している。 
  
 
「人材育成の考え方」の位置づけ 
 

１．地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本方針に対応 
 

行政栄養士の配置数は年々増加し、公衆栄養分野における行政栄養士（管理栄養士・栄養士）の

配置数は総計６，１７８名である（平成２７年６月現在、厚生労働省報告より）。また内訳は都道

府県７８９人、保健所設置市１，２２１人、特別区２８６人、市町村３，８８２人となっている。 

その背景には「地域保健法」や「健康増進法」等、栄養行政の基盤となる法律の整備や、医療制

度改革に伴う特定健康診査・特定保健指導の導入等により、生活習慣病の予防等における行政栄養

士への役割が重視されたことなどにより、市町村の行政栄養士が増加しているためと推測される。 

一方、平成２５年４月より健康日本２１（第二次）が施行され、推進にあたり、行政栄養士によ

る健康づくり及び栄養・食生活の改善の一層の推進が図られるよう「地域における行政栄養士によ

る健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本方針について（行政栄養士業務指針）」が厚生労働省

から発出された（平成２５年３月２９日健が発０３２９号第４号厚生労働省健康局がん対策・健康

増進課長通知）。（図１・図２） 

しかし、本庁における行政栄養士の配置数は１都道府県あたり平均約３名と少なく、保健所（保

健福祉事務所を含む。）における行政栄養士の配置数は１都道府県あたり平均約１４名であること

から、行政栄養士業務指針の中には「本庁及び保健所が施策の基本方針を共有し、施策の成果が最

大に得られるような体制を確保すること。優先的な健康・栄養課題を明確にするため市町村の健診

等の結果や都道府県等の調査結果を収集・整理し、総合的に分析し、ＰＤＣＡサイクルに基づく施

策を推進すること。」が明記されている。また、本庁、保健所（福祉事務所等を含む）における行

政栄養士の配置数をふまえ、他の職種や領域との協力・連携体制を強化するよう示されている。  
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◆健康日本２１（第二次）と行政栄養士業務指針の柱立て

健康日本２１（第二次）
基本的な方法

地域における行政栄養士による健康づくり及
び栄養・食生活の改善の基本指針

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小

②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（がん、循環器疾患、糖尿病、COPDの予防）

③社会生活を営むために必要な機能の
維持・向上

（心の健康、次世代の健康、高齢者の健康を増進）

④健康を支え、守るための社会環境の整備

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、
飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する
生活習慣の改善及び社会環境の改善

（１）組織体制の整備

（２）健康・栄養課題の明確化とＰＤＣＡ
サイクルに基づく施策の推進

（３）生活習慣病の発症予防と重症化予防
の徹底のための施策の推進

（４）社会生活を自立的に営むために必要
な機能の維持及び向上のための施策の推進

（５）食を通じた社会環境の整備の促進

厚生労働省資料

◆健康日本２１（第二次）と行政栄養士の業務の推進
～施策の成果を最大に得るためには～

（１）組織体制の整備

該当施策を所管する課の施策の方向性に関する情報

を共有し、優先されるべき有効な施策の企画立案及び

実施に関わることができるよう、関係部局や関係者と

協議の上、その体制を確保すること。（中略）

本庁及び保健所が施策の基本方針を共有し、施策の

成果が最大に得られるような体制を確保すること。

（２）健康・栄養課題の明確化とＰＤＣＡ
サイクルに基づく施策の推進

明確化された健康・栄養課題の解決に向け、計画を

策定し、その計画において施策の成果が評価できるよ

う、目標を設定すること。

目標設定に当たってはできる限り数値目標とし、設

定した主要目標に対して、ＰＤＣＡサイクルに基づき、

施策を推進すること。

＜人材育成＞
行政栄養士の育成に当たっては、都道府県

及び管内市町村の行政栄養士の配置の現状と

成果の見える施策の遂行に必要な配置の姿を

勘案し、職位や業務年数に応じて求められる

到達能力を明らかにし、求められる能力が発

揮できる配置体制について人事担当者や関係

部局と調整するとともに、関係職種の協力の

もと求められる能力が獲得できる仕組みづく

りを進めること。

（３）生活習慣病の発症
予防と重症化予防の徹底
のための施策の推進

（４）社会生活を自立
的に営むために必要な
機能の維持及び向上の
ための施策の推進

組
織
・
人
材
の
育
成

（５）食を通じた社会環境の整備の
促進

①特定給食施設における栄養管理状況の把握

及び評価に基づく指導・支援

②飲食店によるヘルシーメニューの提供等の

促進

③地域の栄養ケア等の拠点の整備

④保健、医療、福祉及び介護領域における

管理栄養士・栄養士の育成

⑤健康増進に資する食に関する多領域の施策
の推進

施策の優先順位の決定

厚生労働省資料

行政栄養士業務指針に基づき、成果の見える栄養施策を推進するために、各種の取組や研修の中

で、既存データの分析を行い、優先度の高い栄養課題を抽出する作業が進められている自治体もあ

る。また、これらの取組の成果を検証する研究や、課題を抽出するための具体的なプロセスや手法

を示したマニュアル等の作成も進められている。 

これらの先進的な取組を全国の都道府県、保健所設置市、特別区、市町村で進めていくために、

公衆栄養分野における行政栄養士の能力開発は、栄養施策を推進するための喫緊の課題であり、効

果的な人材育成システムを検討することが求められている。 
 

【図１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【図２】    
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２．公益社団法人日本栄養士会生涯教育制度に対応 

（公社）日本栄養士会においては、新たな生涯教育制度が平成２６年度より開始されている。 

本制度では、生涯教育を「能動的で自らの専門職業務に適した研修を目指す生涯職能開発」と定義

している。 

生涯教育では、社会に役立つ、現場での実践能力を向上させることを目指しており、キャリアや

能力を自己評価し、「知っている」から「できる」へ、さらに技術を習熟して「知識・倫理の面で

信頼できる専門職」として社会的認知を得ることが重要であるとしている。そのステップとして、

初任者（３年未満）、中堅の実務者（５年～１０年程度）、管理者（１５年以上）にわけ、各職域

に必要とされるコンピテンシー（到達目標）をこれらの段階別に示すことにより、専門知識の継続

的な自己研鑚を目指す｢生涯職能開発｣への移行を図るとともに、各分野の将来ビジョンの達成を目

指すものである。 

このようなことから、生涯教育における公衆栄養分野の将来ビジョンを達成するためには、行政

栄養士業務指針に基づいた成果の見える栄養施策の推進と、そのための人材育成の方向性が必要で

あることから、(公社)日本栄養士会公衆衛生事業部（以下、「公衆衛生事業部」という。）では、

「人材育成ガイド」を作成した。 

「人材育成ガイド」で示す公衆栄養分野における人材育成の考え方を行政栄養士が共有し、活用

することにより、(公社)日本栄養士会の生涯教育への積極的な参加につながり、各自の継続した自

己研鑚が実現することを目指すものである。 

また、この「人材育成ガイド」を参考に各自治体や都道府県栄養士会で行政栄養士の効果的な人

材育成システムが構築されることを期待している。 
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Ⅱ 人材育成の方向性 
 

１．人材育成（研修等）の根拠となる法律等 

行政栄養士の人材育成については、地域保健法において、地域保健活動に従事する専門職とし

て人材の確保及び資質向上に努めるよう示されている。 

また、「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活について」（厚生労働省

健康局通知）において、健康づくり及び栄養・食生活の改善に関する施策を着実に推進できる行

政栄養士を育成するため、職位や業務年数に応じ、求められる能力が獲得できるよう「現任教育

の体系的実施」の必要性が明記されている。  

 さらに、行政栄養士は地方公務員であり、地方公務員法においても研修を受ける機会について 

定められている。 

 そこで、「人材育成ガイド」では、公衆栄養分野の行政栄養士の人材育成の方向性を示し、各 

都道府県栄養士会の公衆栄養分野の職域で共有することにより、行政栄養士一人ひとりが人材育 

成に関して共通認識を持ち、また、人材育成や研修実施に関する個別の施策等に反映させ、成果 

のみえる栄養施策の展開できる行政栄養士を体系的に育成していくことを目指している。 
  

[参考] 人材育成の法的根拠 

○「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針」 

（平成９年１１月２８日付自治法第７８号自治省行政局公務員部長通知） 

各地方公共団体が職員の能力開発を効果的に推進するため、人材育成の目的、方策等を明確

にした人材育成に関する基本方針を策定するよう要請する。 
 

○「地方公務員法」（第３９条第３項）一部改正（平成１７年４月１日施行） 

地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項、その他の研修に関

する基本的な方針を定めるものとする。 
 

○「地域保健法」（ 第３条、第４条、第８条、第２１条） 

  ・市町村は、当該市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、

人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない。 

・都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整

備、人材の確保及び資質の向上、調査及び研究等に努めるとともに、市町村に対し、前項の

責務が十分に果されるように、その求めに応じ、必要な技術的扶助を与えることに努めなけ

ればならない。 

・国は、地域保健に関する情報の収集、整理及び活用並びに調査及び研究並びに地域保健対策

に係る人材の養成及び資質の向上に努めるとともに、市町村及び都道府県に対し、前２項の

責務が十分に果されるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければな

らない。 

・厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない。 
 
○「地域保健対策の推進に関する基本指針」（第三 人材の資質の向上） 

都道府県、市町村は、職員に対する現任教育について各地方公共団体が策定した人材育成指

針に基づき、企画及び調整を一元的に行う体制を整備することが望ましい。なお、ここでいう

研修には、執務を通じての研修を含む。 
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■公衆栄養分野における管理栄養士・栄養士将来ビジョン
生涯を通じた健康づくり・栄養改善の推進のため専門性を生かし、

国民の健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に貢献する

基本理念（こうあるべき）
□ライフステージに応じた切れ目のない健康づくり・栄養改善を推進
することにより、国民の生活の質の向上を図る。

□食を通じた社会環境の整備を促進することにより、社会環境の質の
向上を図る。

基本方針（進むべき方向）

□国の「健康日本21(第二次)」、都道府県及び市町村の健康増進計画
食育推進計画等の推進及び目標達成

□地域の健康･栄養課題の明確化とＰDCAサイクルに基づく施策の推進

□栄養・食に関わる関係機関・団体等とのネットワークを構築し、地域
の健康づくり・栄養改善事業の推進

□栄養施策の成果が最大に得られる組織体制の整備及び高度な人材育成

公衆栄養管理栄養士・栄養士将来ビジョン-概念図-

○生活習慣病の発症予防、重症化予防の徹底

○次世代の健康、高齢者の健康等の増進

○食を通じた社会環境の整備

○住民が主体的に健康づくり活動へ参画しやすい環境の整備
○保育所、学校、地域等と連携した食育推進ネットワークの構築
○職域と連携した生活習慣の発症予防、重症化予防の体制整備
○保健、医療、福祉及び介護領域等と連携した地域の栄養ケア体制の整備
○飲食店や食品等事業者と連携した食を通じた社会環境の整備
○健康危機管理に対応できる食支援体制の整備

地域のネットワークの強化と連携体制の構築

○地域の健康・栄養課題の明確化と
PDCAサイクルに基づく施策の推進

・地域診断から優先的な健康・栄養課題の抽出
・栄養施策の企画立案、実施、評価
・経年的なモニタリングシステムの構築

自治体の健康増進計画、食育推進計画等の推進及び目標達成による

生涯を通じた健康、栄養改善の推進

○組織体制の整備及び高度な人材育成

・行政栄養士の適正配置
・人材育成ガイド（仮）の作成と活用

成果のみえる栄養施策の推進と体制整備

２．公衆栄養分野における管理栄養士・栄養士（行政栄養士）の将来ビジョン 

 公衆衛生事業部で検討した、公衆栄養分野における管理栄養士・栄養士（行政栄養士）の生涯 

教育における将来ビジョンは次の図３、図４のとおりである。 

この将来ビジョンを見据えながら、人材育成の方向性について検討し、整理した。 
 

【図３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４】 
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• 信頼でき、効果的なコミュニケーション
• 自己認識・自己管理
• 成果を生み出す
• 変化する環境への対応
• 統合とチームワークの育成

●コア コンピテンシーズ

• １自己裁量権をつくり労働環境を活性化する
• 資源の効果的な利用を確約する
• 組織内・外の連携を築き、広げていくこと

●マネージメント コンピテンシーズ

• 将来への成功の起動

• 組織のパワー基盤をつくり、組織を率いて公衆衛生の改善を
戦略的に実行できる

●リーダーシップ コンピテンシーズ

ＷＨＯグローバル・コンピテンシー・モデル

特集：公衆衛生専門職のコンピテンシー，保健医療科学，第55巻，第2号,2006  一部改変

３．行政栄養士に求められる職位別コンピテンシーに関する現状把握と課題 

健康づくり及び栄養・食生活の改善に関する施策を着実に推進できる行政栄養士を育成するた

めには、職位や業務年数に応じ、求められる能力が獲得できる「現任教育の体系的実施」が必要

であり、生涯教育においても職域別のキャリア形成に考慮した人材育成の研修システムとなって

いる。 

  そこで、公衆衛生事業部では、行政栄養士の経験年数別のコンピテンシーの現状と課題につい

ての検討を行った。 
 

（１）公衆栄養分野におけるコンピテンシーの検討 

公衆栄養分野におけるコンピテンシーには複数の定義があるが、共通するのは、①行動に表れ 

ていること、②その能力、特性が結果や成果と結びつくものであり、職務遂行能力（｢すること｣

｢できること｣という、具体的で評価可能な行動、特性、成果をだす力）と捉えることができる。 

また、ＷＨＯでは、ＷＨＯグローバル・コンピテンシー・モデルを作成し、結果を出す仕事が

できる人材育成の方針を明らかにし、「コア・コンピテンシー」「マネージメント・コンピテン

シー」「リーダーシップ・コンピテンシー」について、定義している。（特集：公衆衛生専門職

のコンピテンシー，保健医療科学，第55巻，第2号,2006）(図５) 

我が国では、管理栄養士養成課程学生の卒業時点におけるコンピテンシー測定項目指標が開発 

され、公衆栄養学分野に関しては、「疫学的な考え方に基づき、地域のアセスメントをする」「地

域の栄養課題を解決するのに必要な社会資源を把握する」「地域の栄養課題を解決するために、

ヘルスプロモーション、食環境整備の観点を含めて改善計画を立てる」があげられている。 

しかし、行政栄養士に求められるコンピテンシー、公衆栄養活動に必要な｢できること｣（＝知

能）や｢すること｣（＝ワークフォースのための能力）等については、検討されてはいない。 

また、経験年数や職位に応じたコンピテンシーを踏まえた系統的な人材育成システムの構築も

今後の課題となっている。 
 

【図５】 
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表1　行政栄養士の経験年数別コンピテンシー検討のためのワークシート

経験年数

すること できること すること できること すること できること

管理期
(１５年以上)

中堅期
(１０年)

中堅期
(５年)

新任期
(３年未満)

実践能力 組織的役割・遂行能力 教育・研究能力

このようなことから、平成２６年８月に実施した、平成２６年度の公衆衛生事業部全国研修

（以下、「全国研修」という。）において、コンピテンシーに焦点を当てた講義とグループワ  

ークを行った。その結果を整理・分析し、行政栄養士の経験年数別に必要と考えられるコンピ

テンシーを検討し、行政栄養士の人材育成システムを検討するための基礎資料とした。 
 

（２）公衆栄養分野におけるコンピテンシーの現状と課題 

   全国研修では、コンピテンシーの概念、管理栄養士や保健師等におけるコンピテンシーに関

する先行研究、経験年数や職位に応じた人材育成システム等について、吉池信男先生（青森県

立保健大学大学院研究科長）から講義をいただいた。その後、吉池信男先生、石川みどり先生

（国立保健医療科学院上席主任研究官）の指導に基づいてグループワークを行った。グループ

ワークで、経験年数別のコンピテンシーを明らかにしていった。 
 

【検討方法】 

１）ワークシートの作成 

コンピテンシーの検討を行うため、経験年数及びコンピテンシー領域の２次元マトリックス

を枠組みとしたワークシートを作成した。（表１） 

経験年数は、生涯教育制度のキャリア区分を参考に設定し、管理期（１５年以上勤務）、中

堅期（１０年程度）、中堅期（５年程度）、新任期（３年未満）の４段階とした。 

コンピテンシー領域は、日本栄養士会が目指す現場での「実践能力」、行政栄養士業務指針

で示された栄養施策推進のための「組織的役割・遂行能力」、優先度の高い栄養課題の抽出や

対策の検討に必要な「教育・研究能力」の３領域とした。 

さらに、各領域において「すること（ワークフォース）」と「できること（知能）」の区分

を設けた。 
 

【表１】行政栄養士の経験年数別コンピテンシー検討のためのワークシート 
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表２　参加者の特徴

(n=98)

人数 ％

20-29歳 18 18.4
30-39歳 29 29.6
40-49歳 36 36.7
50歳以上 9 9.2
無回答 6 6.1
都道府県 30 30.6

保健所設置市 30 30.6
特別区 4 4.1
市町村 34 34.7
本庁 13 13.3
保健所 42 42.9

保健センター 40 40.8
無回答 3 3.0
3年未満 17 17.3
3-5年 19 19.3
6-10年 12 12.2
11-20年 28 28.6
21年以上 20 20.4
無回答 2 2.2

年齢

所属

勤務区分

勤務年数

２）公衆衛生事業部全国研修会の参加者 

参加者は、地方自治体に勤務する行政栄養士９８名で、内訳年齢構成は３０歳代が２９．６％、

４０歳代が３６．７％を占めた。 

また、所属は都道府県、保健所設置市、市町村が各３割程度であり、本庁勤務が１３．３％、

保健所４２．９％、保健センター４０．８％であった。勤務年数は１１年以上の者の割合が全

体の約５０％を占め、３年未満の者は１７．３％であった（表２）。 
 

【表２】参加者の特徴 

３）コンピテンシー検討のグループワーク 

近隣の自治体を同じグループとし、都道府県、 

保健所設置市、市町村が同一グループ内にバラン  

スよく入るように、７～８名ずつ１２のグループ  

に分けた。各グループには、ワークシートを配布 

し、参加者全員が経験年数別のコンピテンシーを 

付箋に書き出した。その後、全員分の付箋内容を 

確認し、整理し、経験年数別コンピテンシーにつ 

いて検討を行った。最後にグループワークの成果 

を発表し、参加者全員で共有した。 

 
 
 
 
 

４）コンピテンシー項目の統合と整理  

研修終了後に、公衆衛生事業部企画運営委員が、各グループから提出されたワークシートと付

箋を参考に、１つのワークシートに統合し整理を行った。 

 

【検討結果】 

１）経験年数別（管理期・中堅期・・新任期）のコンピテンシー 

新任期（３年未満）、中堅期（５年程度）、中堅期（１０年程度）、管理期（１５年以上）に

おける「実践能力」「組織的役割・遂行能力」「教育・研究能力」について、結果を整理した。 
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コンピテンシー 実践能力 組織的役割・遂行能力 教育・研究能力

すること

・所属、課内での連携力
・他職種との連携と業務内容の理解
・地域の社会資源の把握
（ボランティア組織等）
・対象者のライフステージ・スタイルを考慮し
た栄養指導
・人前で話す技術（健康教育）
・栄養指導の技術
・法律や根拠の理解

・組織の役割と自分の役割の理解
・県や市町村で作成された計画の理解
・地域資源の把握
・実働（何でもする）
・報告・連絡・相談

・研究会に参加
・専門的知識を深める
・地域の分析
・調査や集計を標準的に実施
　

できること

・調査方法の入手
・行政栄養士の役割の理解
・コミュニケーション能力
・情報の収集、統計の処理
・担当業務の適正化（ミスがなくできる）
・地域特性の把握
・地区データの選択収集
・法令や各種計画の理解と説明
・個別の保健指導、栄養指導
・集団の保健指導、栄養指導
・栄養成分表示の知識
・ボランティアの育成
・他部署の事業に栄養士として参画

・組織の理解
・担当以外の業務への理解
・自治体の政策と業務の関わりの理解
・期待される役割を果たす
・既存事業を適正に実施
・資料作成・報告書作成

・調査への参加、円滑な遂行
・研修会参加の伝達
・自己研鑚
・統計情報を読み取る能力
・専門研修によるスキルアップ

◆新任期（３年未満） 

  地域の社会資源の理解、地域データの選択収集、組織の役割と自分の役割の理解、自治体の

政策と業務の関わりの理解、調査・研修への参加によるスキルの向上等があげられた。(表３) 

①実践能力 

  ● 「すること」には、所属・課内での連携力、他職種との連携と業務内容の理解、地域の

社会資源の把握（ボランティア組織等）、対象者のライフステージ・スタイルを考慮した

栄養指導、人前で話す技術（健康教育）、栄養指導の技術、法律や根拠の理解等があげら

れた。      

● 「できること」には、調査方法の入手、行政栄養士の役割の理解、コミュニケーション

能力、情報の収集、統計の処理、担当業務の適正化（ミスがなくできる）、地域特性を知

る、地区データの選択収集ができる、法令や各種計画の理解と説明、個別の保健指導・栄

養指導・集団の保健指導・栄養指導、栄養成分表示の知識、ボランティアの育成、他部署

の事業に栄養士として参画等があげられた。 

②組織的役割・遂行能力 

● 「すること」には、組織の役割・自分の役割の理解、県や市町村で作成された計画の理

解、地域資源の把握、実働（何でもする）、報告・連絡・相談等があげられた。 

● 「できること」には、組織の理解、担当以外の業務への理解、自治体の政策と業務の関

わりの理解、期待される役割を果たす、既存事業を適正に実施、資料作成・報告書作成、

他事業の理解があげられた。 

③教育・研究能力 

● 「すること」には、研究会に参加、専門的知識を深める、地域の分析、調査や集計を標

準的に実施等があげられた。 

● 「できること」には、調査への参加・円滑な遂行、研修会参加の伝達、自己研鑚、統計

情報を読み取る能力、専門研修によるスキルアップ等があげられた。 
 

【表３】新任期（３年未満）のコンピテンシー 
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コンピテンシー 実践能力 組織的役割・遂行能力 教育・研究能力

すること

・庁内各部署との連携力
・関係機関の把握
・地区の特性ニーズの把握
・データの図表化
・事業に使う資料・媒体を準備
・施策の成果を分析
・調査結果を分析・仮説の提案

・他職種との連携
・地域住民とのコミュニケーション
・他職種と業務遂行のための情報共有
・各事業のマニュアル作成

・事業をまとめ（学会）発表を行う
・プリセプターとして新人教育をする
・若手育成（実務）

できること

・栄養指導のスキルアップ
・的確な情報提供・指導助言
・情報収集と分析
・日々の業務から課題の分析
・プレゼンテーション能力
・事業の予算執行、進行管理
・情報の分析と資料化
・地域特性を把握した課題の整理
・法的根拠に基づいた説明
・法的根拠に基づいて取組を説明できる

・業務の理解と的確な説明
・成果を見せる資料作成
・プレゼンテーション能力
（関係機関へ伝える力）
・事業の企画を上司等に説明
・後輩の指導
・県、市町村全体の健康課題を把握
・事業の企画立案に必要な資料収集
・他組織の役割の理解
・係内での業務調整
・予算要求

・データのまとめ
・学会発表
・新任者へ業務内容へのアドバイス
・事業計画への支援

◆中堅期（５年程度） 

地域特性の把握、関係機関との連携、データを活用した資料作成、プレゼンテーション能力、

地域住民との事業遂行、新人教育、学会発表等があげられた。(表４) 

①実践能力 

● 「すること」には、地区の特性ニーズの把握、庁内各部署との連携力、関係機関の把握、

データの図表化・事業に使う資料・媒体を準備、施策の成果を分析、調査結果を分析・仮

説の提案等があげられた。 

● 「できること」には、栄養指導のスキルアップ、的確な情報提供、情報収集と分析、日々

の業務から課題の分析、プレゼンテーション能力、事業の予算執行、事業の進行管理、情

報の分析と資料化、地域の健康課題を理解して事業を企画立案、地域特性を把握した課題

の整理、法的根拠に基づいた説明等があげられた。 

②組織的役割・遂行能力 

● 「すること」には、他職種との連携、地域住民とのコミュニケーション、他職種と業務

遂行のための情報共有、各事業のマニュアル作成等があげられた。 

● 「できること」には、業務の理解と的確な説明、成果を見せる資料作成、プレゼンテー

ション能力（関係機関へ伝える力）、事業の企画を上司等に説明、後輩の指導、県や市町

村全体の健康課題を把握、事業の企画立案に必要な資料収集、他組織の役割の理解、係内

での業務調整、予算要求等があげられた。 

③教育・研究能力 

● 「すること」には、事業をまとめ（学会）発表、プリセプターとして新人教育、若手育

成（実務）等があげられた。 

● 「できること」には、データのまとめ、学会発表、新任者へ業務内容へのアドバイス・

事業計画への支援等があげられた。 
 

【表４】中堅期（５年）のコンピテンシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

コンピテンシー 実践能力 組織的役割・遂行能力 教育・研究能力

すること

・庁外との連携力・ネットワークづくり
・地区組織の支援
・現状に即した事業の企画立案と説明
・既存事業の評価、内容の見直し
・現状に合わせた事業の企画立案
・人材を活用した事業計画
・健康づくり計画の策定

・関係機関、団体のネットワークの構築
・地域資源の育成・支援・活用
・健康課題の要因に優先順位
・他職種との連携で栄養の専門性を発揮
・災害時危機管理体制の理解
・相談に適切に対応
・予算管理

・教育・支援の実践指導
・共に育つ環境づくり
・学会発表のための研究の企画
・分析結果・事業報告を外部へ発表
・庁内栄養士・地域栄養士・行政栄養士の研
修計画の企画立案・実施
・組織内の研修（ＯＪＴ）の実施

できること

・データ分析
・多職種との連携
・情報の分析から施策の展開
・地区（地域）診断の実施
・栄養課題の明確化による企画、立案
・健康課題を分析し明確化
・資料化（プレゼン等）
・地域のキーパーソンの育成
・他機関、他部署との連携
・事業の企画立案・実施・評価
・事業を地域へ波及
・地域課題を整理し既存事業につなげる
・栄養成分表示(業者指導）

・チームリーダー（存在を認められる）
・多職種との信頼関係
・マニュアルの作成
・施策運営の中心メンバーとして活動
・10年後を見据えた活動計画
・活動の成果の表現（具現化）
・課題解決のための取組
・他職種と連携、調整し事業展開
・各職域の栄養士のネットワークづくり
・地域資源の利用
・後輩への指導
・他部署との調整

・ＰＤＣＡに基づき事業へのアドバイス
・経験年数にあった研修への支援
・情報収集とエビデンスの活用
・教育・支援体制の整備
・臨地実習学生の指導
・研究発表

◆中堅期（１０年程度） 

  庁外組織との連携・ネットワークづくり、栄養課題を明確化できる情報収集とデータ分析、

マニュアル作成、予算管理、事業運営、臨地実習学生の指導等があげられた。(表５) 

①実践能力 

● 「すること」には、庁外との連携力、ネットワークづくり、地区組織の支援、現状に即

した事業の企画立案・説明、既存事業の評価・内容の見直し、人材を活用した事業計画、

健康づくり計画の策定等があげられた。 

● 「できること」には、データ分析、多職種との連携、情報分析に基づく施策展開、地区

診断能力、栄養課題・健康課題の明確化・資料化（プレゼン等）、地域のキーパーソンの

育成、他機関・他部署との連携、事業の企画立案・評価、事業を地域に波及、地域課題を

既存事業につなげる等があげられた。 

②組織的役割・遂行能力 

● 「すること」には、関係機関、団体のネットワークの構築、地域資源の育成・支援、健

康課題の要因に優先順位、他職種と連携して栄養の専門性を発揮、災害時危機管理体制の

理解、相談に適切に対応、予算管理等があげられた。 

● 「できること」には、チームリーダー（存在を認められる）、多職種との信頼関係、マ

ニュアル作成、施策運営の中心メンバー、１０年後を見据えた活動計画、活動の成果を表

現、課題解決のための取組、他職種と連携・調整した事業展開、各職域の栄養士とのネッ

トワークづくり、地域資源の利用、後輩への指導、他部署との調整等があげられた。 

③教育・研究能力 

  ● 「すること」には、教育・支援の実践指導、共に育つ環境づくり、学会発表のための研

究の企画、分析結果・事業報告を外部へ発表、庁内栄養士・地域栄養士の研修計画の企画

立案・実施、組織内の研修（ＯＪＴ）の実施等があげられた。 

● 「できること」には、ＰＤＣＡに基づき事業へのアドバイス、経験年数別の研修への支

援、データ収集と活用、教育・支援体制の整備、臨地実習生の指導、研究発表等があげら

れた。 
 

【表５】中堅期（１０年）のコンピテンシー 
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コンピテンシー 実践能力 組織的役割・遂行能力 教育・研究能力

すること

・課題を政策につなげる
・課題分析を生かす業務計画
・事業の統括
・全体の統括・判断
・責任をとる

・人材の調整を行う
・１０年後を見据えた施策の企画立案
・各期（経験年数）に応じた進捗状況を管理
し、必要に応じた支援
・改善に向けてのプランの提案、助言
・事業を行える組織体制の整備
・人材調整と人事計画
・予算の確保
・組織全体をみる
・報告・相談しやすい環境づくり

・育成・相談できる仕組みづくり
・人材育成（研修・教育プログラム）
・教育・支援体制の整備
・研究、論文として発表
・新任期、中堅期の教育・育成
・スタッフを動かすリーダーシップ
・体系的に専門職の教育を考える

できること

・マネジメント能力
・調査結果をとりまとめ、論文として発表
・ＰＤＣＡサイクルに基づき、事業の進行管理
・課題分析力
・エビデンスに基づく手法の選択
・関係者と目標共有したうえで実行
・地域の目指す姿を描く
・外部組織と連携した食環境整備
・危機管理の体制づくり
・事業の企画、評価、役割分担、指示
・関係機関との調整役、協働して課題解決に
取り組む

・危機管理・関係機関との連携
・事業実施の体制づくり・計画の策定
・推測力、先を見すえた事業の展開
・発言力、判断力
・所属のミッションに応じた企画立案
・リーダーシップの発揮
・栄養施策の分析、決定
・事業評価と改善
・組織外での役割と遂行能力
・必要な事業の企画と予算獲得
・関係部局との連携体制の整備
・庁外との連携を図る
・地域の人材との調整・他団体との連携
（栄養士会，大学，企業）

・人材育成（研修・教育プログラム）
・調査分析の評価
・栄養士能力開発研修立案
・各自治体の栄養士の計画的な研修派遣
・実践活動のまとめ、報告書の作成
・学会発表
・特定分野における専門知識や技術の所有
と提供
・マネジメント能力
・教育・支援体制の整備
・人員確保（増加）
・適切な人材配置
・栄養士業務のアピール

◆管理期（１５年以上） 

  課題を政策につなげるマネジメント力、人事計画、危機管理、施策の予算・事業・対外調整

管理体制づくり、人材育成の仕組みづくり等があげられた。(表６) 

①実践能力 

● 「すること」には、課題を政策につなげる、課題分析を生かす業務計画、全体の統括・

判断、責任をとる等があげられた。 

● 「できること」には、マネジメント力、課題分析力、エビデンスに基づく手法の選択、

関係者と目標共有したうえで実行、外部組織と連携した食環境整備、危機管理の体制づく

り、関係機関との調整役として課題解決に取り組む等があげられた。 

②組織的役割・遂行能力 

● 「すること」には、人材の調整を行う、１０年後を見据えた施策の立案、各期の進捗状

況の管理と必要に応じた支援、改善に向けたプランの助言、事業を行える組織体制づくり、

人事計画、予算確保、組織全体をみる、報告・相談しやすい環境づくり等があげられた。 

● 「できること」には、危機管理、関係機関との連携、体制づくり、推測力、先を見据え

た事業展開、発言力、判断力、所属のミッションに応じた企画立案、リーダーシップ、栄

養施策の分析・決定、事業評価・改善、組織外との調整役、適切な事業遂行、事業の企画

立案と予算獲得、連携体制の整備、庁外との連携を図る等あげられた。 

③教育・研究能力 

  ● 「すること」には、育成・相談できる仕組みづくり、人材育成（研修・教育プログラム）、

教育・支援体制の整備、研究・論文として発表、新任期、中堅期の教育・育成、スタッフ

を動かすリーダーシップ、体系的に専門職の教育を考える等があげられた。 

● 「できること」には、調査分析の評価、栄養士の能力開発のための研修立案、各自治体

の栄養士の計画的な研修派遣、実践活動のまとめ・報告書作成、学会発表、特定分野にお

ける知識や技術の所有、マネジメント能力、人材育成（研修・教育プログラム）、教育・

支援体制の整備、適切な人材配置、栄養士業務のアピール等があげられた。 
 

【表６】管理期（１５年以上）のコンピテンシー 
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【まとめ】 

 １）行政栄養士のコンピテンシーの特徴 

今回のワークシートでは、公衆栄養分野のコンピテンシー領域として、実践能力、組織的役

割・遂行能力、教育・研究能力を設定し、それぞれに、「すること（ワークフォース）」、「で

きること（知能）」の区分を設け、行政栄養士のコンピテンシーを検討した。 

その結果、行政栄養士のコンピテンシーの各能力の特徴をより明確に把握することができた。  

例えば、「できること（知能）」については、「実践能力」として、地域の情報（データ等）

の分析、地域診断、分析結果の取りまとめに関すること、「組織的役割・遂行能力」として、

健康課題の把握、課題解決のための組織における事業（介入）の展開、予算獲得に関すること、

「教育・研究能力」として、統計情報の読み方、学会発表、人材育成に関することがあげられ

た。 

 ２）経験年数によるコンピテンシーの違いと移行 

また、ワークシートのまとめを通して、行政栄養士の管理期、中堅期、新任期のコンピテン

シーに違いがあることがみえてきた。各期では、特に「すること（ワークフォース）」に違い

がみられた。例えば、「実践能力」について、管理期には、課題を政策につなげる、責任をと

る、中堅期には他組織との連携力、企画立案、評価、成果の分析等、新任期には所属、課内で

の連携力、栄養指導技術等があげられている。「組織的役割・遂行能力」についても、管理期

には人材の調整、組織づくり、中堅期には関係機関・団体のネットワーク、他職種との連携で

専門性を発揮、新任期には、組織での役割、地域資源の把握等があげられている。 

これらの結果から、経験年数がたつにつれ、仕事の目線が地域住民から組織連携、政策開発

へと移行していくことわかる。 

また、すべての経験年数において、他部署、多組織・機関の把握、調整、連携力といった内

容がみられ、他分野・他職種との関係を築くことのできるコンピテンシー能力の重要性が明ら

かなった。 

さらに、管理期の「教育・研究能力」については、人材育成、配置を変える仕組みをつくる、

そのためのリーダーシップがあげられたあげられており、管理期の「すること（ワークフォー

ス）」として、部下が自ら考え判断する能力を養い、自律的な組織となるよう人材を管理し、

育成することが求められていることがうかがえる。 

今後は、そのような管理期の目指す姿を視野に見据え、公衆栄養分野の専門職としてのコン

ピテンシーを明確にした長期的・継続的な人材育成の方策が必要である。 

  なお、今回のグループワークでは活発なディスカッションが行われ、参加者からは自身の役

割、人材育成の必要性を再認識したという声が複数から聞かれた。 

しかし、一方でコンピテンシーの概念が理解しにくく、必要な能力の検討そのものが難しい、

という意見も聞かれたことから、行政栄養士の経験年数（職位を含めた）に応じた特徴的、具

体的なコンピテンシーについて、提案していくことが必要であると考えられた。 
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経験年数 特徴 主な業務
コンピテンシー

コア マネジメント リーダーシップ

新任期
３年未満

仕事を覚える 栄養士業務 獲得・発揮 ― ―

中堅期
５年

仕事の改善 栄養士業務
人材育成に参画
組織運営に参画

獲得・発揮
教育

獲得・発揮 獲得

中堅期
１0年

中心的な役割 栄養士業務
施策の企画立案
人材育成の補佐
組織運営の補佐

発揮・教育 発揮・教育 獲得・発揮

管理期
１５年以上

管理的な役割 総括的業務
連携・調整
人材育成
組織運営の中核

― 発揮・教育 発揮
人材育成

公衆栄養分野における経験年数別キャリアとコンピテンシー

４．行政栄養士のめざすべき姿と人材育成の方向性 

平成２６年度公衆衛生事業部の全国研修のグループワークから得られた行政栄養士の経験年

数別コンピテンシー「実践能力」「組織的役割・遂行能力」「教育・研究能力」から、以下の特

徴的な項目が抽出された。 

これらを、ＷＨＯグローバル・コンピテンシー・モデルに基づき、公衆栄養分野における経験

年数別キャリアとコンピテンシーの方向性として、次のとおりまとめた。（表７・表８・図６） 

 

●公衆栄養分野における経験年数別キャリア 

◆新任期（３年未満） 

地域の社会資源の理解、地区データの選択収集、組織の役割・自分の役割の理解、自治体の

政策と業務の関わりの理解、調査・研修への参加によるスキル向上 等 

◆中堅期（５年程度） 

地域特性の把握、関係機関との連携、データを活用した資料作成、プレゼンテーション能力、

地域住民との事業遂行、新人教育、学会発表 等 

◆中堅期（１０年程度） 

庁外組織との連携、栄養課題が明らかにできる情報収集と分析、マニュアル作成、予算管理、 

事業運営、臨地実習学生の指導 等 

◆管理期（１５年以上） 

課題を政策につなげるマネジメント力、人事計画、施策の予算・事業・対外調整、管理体制、

人材育成の仕組みづくり 等 
 

【表７】 
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項目

新任者 ３年

基本的能力
中堅期 ５年

分析実践能力
中堅期 １０年

創造実践能力
指導者１５年以上

管理調整能力

目指す姿
●指導のもと、行政栄養士

業務の基本を習得する

●指導のもと、公衆栄養の

視点を学ぶ

●単独で担当業務を的確

に遂行できる

●公衆栄養の視点から必要

な分析や事業の企画立案が

できる

●地域資源を活用した効果的な

施策提案ができる

●地域全体の公衆栄養のマネジ

メントができる

●地域全体の公衆栄養

も含めた公衆衛生全般

のマネジメントができ

る

コア
・自治体の健康増進計画、食

育計画等と担当業務を結びつ

けて考えることができる

・指導のもと、担当業務を中

心にした地域診断ができる

・担当業務をＰＤＣＡサイク

ルを意識して、行うことがで

きる

・基本的な個別支援と集団指

導を行うことができる

・担当業務を通じて、地域の

関係者との関係づくりを進め

ることができる

・自治体の健康増進計画、

食育計画等の目標達成を意

識し、ＰＤＣＡサイクルに

基づき、事業展開ができる

・単独で担当業務を中心に

した地域診断ができる

・住民主体の健康づくり活

動の支援や地域の関係者と

連携した事業展開ができる

・担当業務をまとめ、研究

発表できる

・健康増進計画等の策定、進行

管理等に関わり、必要な施策の

提案や見直し等ができる

・住民主体の健康づくり活動や

地域の食のネットワーク体制を

生かした事業展開ができる

・地域の必要に応じ、社会資源

の開発及び活用ができる

・複雑困難な事例や支援に応ず

るため、必要なチームを構成し、

対応できる

・調査研究計画を企画立案、実

施し、事業に反映できる

・自治体の上位計画を

見据え、保健計画等の

策定、見直し、施策化

の中核的な役割を担い、

指導できる

・複雑困難な事例への

対応、住民や団体の主

体的な活動運営に対す

る支援へのスーパーバ

イズができる

マネジメント
・担当業務を通じて、地域の

健康・栄養の課題を整理でき

る

・全ライフステージの地域

の健康・栄養の課題を明確

にし、改善策を提案できる

全ライフステージの地域栄養の

マネジメントができる

・地域の公衆栄養も含

めた公衆衛生全般のマ

ネジメントができる

リーダーシップ
・新任者と信頼関係を築き、

基本的な業務をともに活動

しながら支援できる

・新任者の能力を判断し、的確

な指導ができる

・職業人として成長していくプ

ロセスを支援できる

・新任者の育成状況を

把握し、研修体制を確

保できる

・部下の能力を的確に

評価し、育成できる

公衆栄養分野における年代別キャリアとコンピテンシー

公衆栄養分野における行政栄養士の人材育成

●地域の理解

●地域課題に対応（実務）

●各事業の関連性の理解

●地域をみる能力

●地域をつなぐ能力

●地域を動かす能力

●政策化する能力

●連携・調整能力

新任期

中堅期

管理期

公衆栄養分野における栄養士のあるべき姿
広い視野と洞察力、コミュニケーション能力、行動力を持って、地域に暮らす全ての

人々の健康・栄養・食について、関係機関・団体と連携・協働しながら、地域における
効果的な健康づくり及び栄養・食生活改善活動を展開（マネジメント）する。

新人研修

全国研修

【表８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図６】 
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Ⅲ 人材育成の方策 

１．人材育成を進める体制（しくみ） 

（１）課題 

１）組織全体の課題 

行政栄養士は地方自治体という組織の一員（地方公務員）であり、組織全体のレベルアップ

を図るためにも人材育成が必要であることから、組織として人材育成に取り組んでいける体制

（しくみ）が必要である。 

また、地方公務員である行政栄養士に必要な職務遂行能力は、①行政実務能力と②専門能力

であり、各能力に応じた人材育成の方法が実行できる組織体制も必要となる。 
 

①行政実務能力：社会人として組織の一員として行動でき、地域保健活動等の担当業務を中心

とした法令や政策体系を理解する能力 

②専 門 能 力 ：地域保健の視点を持ち、成果の見える栄養施策を展開する能力 

２）職員一人ひとりの課題 

人材育成は、組織の課題であるとともに、行政栄養士一人ひとりの課題である。組織の一員

として様々な課題に取り組むためには、各行政栄養士がその職位に応じた役割と責任を自覚し、

コンピテンシーを伸ばし、力を発揮する必要がある。 

コンピテンシーを向上させるためには、年齢や職位の区別無く、一人ひとりが「自ら学び、

考える」「業務を通じて自らを成長させる」といった姿勢を持ち、能力開発を自らの課題とし

て意識して日々の業務に取り組み、自己啓発を行っていく必要がある。 

（２）人材育成を進める体制 

１）中長期的な視点に基づく人材育成 

幅広い視野と専門性を兼ね備えた行政栄養士を育成するためには、自己研鑚（ＯＪＴ、職場

内研修）を基本として、集合研修、自己啓発、人事異動等を積み重ねることによる「中長期的

な視点に基づいた人材育成」が重要であり、継続性や一定の期間を要することを踏まえた体制

（しくみ）が必要である。 

２）連携した人材育成 

前述の行政栄養士の人材育成を進めるための体制（しくみ）を構築するには、日本栄養士会

が厚生労働省や国立保健医療科学院等と連携しながら、行政栄養士が所属する自治体の理解と

協力により取り組んで行くことが必要である。人材育成に関わる、それぞれの主体における役

割や取組が連動することにより有効な人材育成が進められる。（図７） 

３）能力開発・人材育成の手法のリンク 

手法としては、自己啓発、ＯＪＴ（＝On The Job Training 自己研鑚、職場内研修）、 

Ｏｆｆ－ＪＴ（＝Off The Job Training 職場外研修）という３つの手法が考えらる。 

自己啓発は、自身の意欲、主体性に裏打ちされた能力開発のベースともいえるものであり、

これに日常業務の中で実施されるＯＪＴと職場を離れたところで実施されるＯｆｆ－ＪＴ

（例：栄養士会が実施する生涯教育や各種研修等）が適切にリンクしていくことで能力開発、

人材育成につながっていく。（図８） 
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ＯＪＴの支援

ＯＪＴの実施

人材育成の関連イメージ

行政栄養士

業務を通じた能力開発

所属
・OJTの実施
・行政実務能力の向上

自治体主体の研修会
・行政実務能力の向上
・専門能力の維持・向上

専門研修実施
生涯教育制度

集合研修
自己啓発支援

国立保健医療科学院
短期研修
・専門能力の向上

厚生労働省
実務担当者研修会
・行政実務能力の向上

都道府県栄養士会
公衆衛生事業部研修会
・専門能力の維持・向上

日本栄養士会
公衆衛生事業部全国研修
・専門能力の維持・向上

能力開発・人材育成手法の３本柱

自 己 啓 発

ＯＪＴ Ｏｆｆ－ＪＴ

自己啓発意欲

動機付け

連携・補完

自己啓発意欲

動機付け

能力開発

人材育成

【図７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図８】 
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CE（生涯学習）からCPD（生涯職能開発）へ
目的：CPDで研鑽を積み、「知識・技術・倫理の面で信頼できる人」であるとの

社会的評価を得ること

ＣＥ:Continuing Education
生涯学習 受動的

ＣＰＤ:Continuous Professional Development
生涯職能能開発 能動的

生涯（継続）教育制度構築のポイント

１）生涯職能開発（CPD）
継続的な自己研鑽をめざす生涯職能開発（CPD）への移行

２）自己研鑽
自己研鑽はOJT(on the job training)を重視・ PDCAサイクルを取り入れる

３）生涯教育の構成 : 基幹教育と拡充教育
①基幹教育：管理栄養士・栄養士としてのミニマ厶スタンダード

を身につけ、専門領域のゼネラリストの養成を目的とする
②拡充教育：専門性を高める

４）認定制度
キャリアを支援するためスキルの到達度に応じた 認定を行う

２．生涯教育における公衆栄養分野の到達目標と研修 

Ⅱの４で述べた「行政栄養士のめざすべき姿と人材育成の方向性」を平成２６年４月よりスタ

ートした日本栄養士会生涯教育の到達目標（公衆栄養分野）と対応させ、行政栄養士に求められ

る能力を経験年数別（新任期・中堅期・管理期）に明らかにした。 

（１）日本栄養士会生涯教育の概要（図９） 

◆生涯教育の基本的な考え方 

管理栄養士・栄養士は、「栄養の指導」の専門職であり、その職務を果たすにあたり、必

要となる知識と技術の修得と維持向上に努めることが必要である。そのためには、自身の日

常業務に必要な知識の学習は当然で、科学の進歩と社会の変化に的確に対応するために、常

にスキルの向上を図り、専門職としての能力の習熟が求められる。 

そこで、これまでの生涯学習(CE：continuing education)から、キュアリア形成を支援で

きる生涯教育制度とするために、生涯職能開発(CPD：continuou professional development)

に移行する。 

各職域の初任者、中堅の実務者、管理者の到達目標(コンピテンシー)を明確にして、専門

知識の継続的な自己研鑽を目指すものであり、自己研鑽は、ＯＪＴ(職場内研修)を重視し、

ＰＤＣＡサイクルにより実施していく。 
 

※「栄養の指導」とは  

      栄養士法第１条で管理栄養士・栄養士とは、管理栄養士・栄養士の名称を用いて「栄養の

指導」に従事することを業とする者と規定している。この「栄養の指導」とは、人々の健康

維持・増進、疾病予防、治療を通して、公衆衛生向上へ寄与すべきものと捉える。 
 

【図９】 
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◆生涯教育の構成とキャリアの認定 

専門職として必須とされるスキルを修得し、「栄養の指導」ができることをめざす「基幹

教育」と、専門分野（職域）ごとにさらに専門性を高める「拡充教育」で構成されている。 

また、キャリア形成を支援するため、スキルの到達度に応じた認定制度を設け、認定はス

キルの向上と質の担保を図るための更新制度が取り入れられている。 
 

◆自己評価と自己研鑽（PDCAサイクル） 

基幹教育は、自らの責任で、管理栄養士・栄養士にふさわしい資質を維持するために必要

な研修を継続して受講し、スキルの向上を図り、国民の信頼を高め、時代に即した「栄養の

指導」が行えることを目指している。 

そのために、自身の評価を行い、到達目標を決定して研修計画(Ｐ)を各自で作成し、実践

(Ｄ)、評価(Ｃ)、改善・見直し(Ａ)を繰り返すことによりスキルを向上させる。   

このＰＤＣＡサイクルで研鑽を積み、「知識・技術・倫理の面で信頼できる専門職」であ

るとの社会的評価を得ることが重要となる。  
 

◆到達目標（コンピテンシー）とキャリアノート 

管理理栄養士・栄養士は、常に栄養学領域に関する最新の知識と熟練した技術を身につい

ていることが求められている。専門分野ごとに、必要とされるスキルを整理して経験年数を

めやすに到達目標（コンピテンシー）が示されている。 

基幹教育では、この到達目標(コンピテンシー)への到達をめざし、自己研鑚をＰＤＣＡサ

イクルにより実施していく。 

自身の専門分野の到達目標の項目を自己評価し、評価が低く、研鑽が必要な項目を抽出し

て、研修計画を自ら作成し、所定の様式によるキャリアノート(会員による自己研鑚の整理

記録)で以下の内容を記録し、整理することで自己管理を促すこととしている。 
 

① 到達目標：専門分野の到達目標に対する自らスキルの到達度を自己評価 

② キャリアシート：基幹教育や学会等での研修や実務トレーニング(ＯＪＴ)の内容 

③ 研修の受講記録：受講した基幹研修を記録 

④ 業績の記録：学会発表、講演(講義)、シンポジスト、学会参加 等を記録 
 

◆基本研修(原則として都道府県栄養士会で実施) 

基本研修は、すべての分野（職域）に共通する、ミニマムスタンダードの習得を目的に実

施する。職業倫理、栄養士会活動、栄養の指導、栄養ケアプロセス等の基本的事項を研修す

る。この基本研修は原則として全ての管理栄養士・栄養士が受講するものである。 
 

◆実務研修(各職域、都道府県栄養士会、地域単位で実施) 

各専門分野でさらに特化される知識・技術の習熟のための研修で，専門分野(職域)が主体

となって実施する。 

全国研修会や、従来のスキルアップ研修会、都道府県栄養士会との共同研修事業(賛助会

員の協賛事業)や他団体(医師会，看護協会等)の研修等が含まれる。 
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臨床栄養・学校栄養
健康･スポーツ栄養・給食管理

公衆栄養・地域栄養
福祉栄養（高齢・障がい）・福祉栄養（児童）

自己研鑽
OJT：キャリアシートの記録
事例・症例まとめ

学会発表・参加など

基幹教育
60単位（臨床栄養70単位）

実務研修（専門分野）
(都道府県)・職域（地区・全国）で実施）

基本研修
（主に都道府県栄養士会で実施）

認定試験

認定
管理栄養士
栄養士

更新

生涯教育のイメージ

【認定分野】
・臨床栄養
・学校栄養
・健康・スポーツ栄養
・給食管理
・公衆栄養
・地域栄養
・福祉栄養（高齢・障がい）
・福祉栄養（児童）

認定管理栄養士、認定栄養士認定条件

１．管理栄養士、栄養士の免許を有していること。

２．実務経験５年以上であること。

３．自己評価：概ね到達目標Ⅲ（8割程度）であること。

４．自己研鑽：キャリアシートを５テーマ/年以上作成すること。

５．基幹教育：

基本研修30単位（うち必須単位20単位）

実務研修30単位以上（臨床栄養分野は40単位）の取得

※実務研修のうち、他団体の研修会は5単位を上限とする

６．事例報告・レポートの提出

専門領域の「栄養の指導」に関するテーマ

７．専門領域の「栄養の指導」に関する学会等での発表１回以上

学会参加３回以上（地方会、研究会も含める）

認定試験に合格

◆認定制度（認定管理栄養士・栄養士）（図１０） 

キャリアを認定する制度として、「認定管理栄養士・栄養士」が創設されている。 

「認定管理栄養士・栄養士」は、各専門領域において、熟練した技術と知識を用いて「栄

養の指導」を、責任をもって実践でき、かつ、チームのリーダーとして指導的役割を果たし、

所属施設の運営や、他部門との連携に積極的に関与し、他者にモデルを示すことができるレ

ベルに到達していることが必要となる。 

認定にあたっては、所定の研修以外に自己研鑽による客観的成果を重視し、専門分野に関

する事例報告、レポートの作成、学会発表、パネリスト、著書等の実績が課される。また、

質の担保をはかるために，更新制度が取り入れられている。 

    公衆栄養分野においても、公衆栄養認定管理栄養士(栄養士)が認定される。 
 

【図１０】 
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（２）生涯教育における行政栄養士の人材育成 

行政栄養士の活動は、多様な地域の健康課題に対して、行政として施策化やサービス提供を

行うものであり、その対象は個人・家族、集団、組織、地域社会と多様で、健康な人々への予

防的な働きかけから地域ケア体制までと多彩である。そのため、行政栄養士には幅広い地域保

健の専門的知識と技術と行政職員としての能力が求められている。 

それらの能力について、全国研修のグループワークから得られた結果と日本栄養士会の生涯

教育到達目標の能力区分(公衆栄養分野)（表９）との整合性を図り、わかりやすさ、実践しや

すさを考慮して、行政栄養士に求められる能力を経験年数別（新任期・中堅期・管理期）に次

のとおり整理した。 

 

【表９】生涯教育到達目標の能力区分（公衆栄養分野） 
 

区分 中項目 

行政能力 ・職業倫理をベースにした態度や行動規範 

・組織人（職業人）としてふさわしい態度や行動規範 

・人材育成 

専門能力 ・国の施策の方向の理解 

・関連法規の理解 

・管理栄養士・栄養士の専門性 

・調査研究 

対人（個人・集団）、地域支援能力 ・個人を対象にした栄養指導 

・集団を対象にした栄養指導 

・地域全体への栄養介入 

地域診断能力 ・地域診断 

政策形成能力 

※健康日本２１（第二次）の推進と

栄養施策の成果を得るための対策 

・政策形成 

・生活習慣病の発症予防と重症化予防 

・次世代の健康、高齢者の健康 

・食の社会環境の整備 

調整能力 ・都道府県と市町村との連携 

・地区組織との連携 

・住民組織との連携 

・多分野、関係団体との連携 

危機管理能力 ・災害時緊急対策 
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◆新任期（３年未満） 

－基本的な能力を獲得する重要な時期－ 
   

新任期は、行政職員として組織の一員として行動するための基本的な能力を獲得する重要

な時期である。 

職場内でコミュニケーションをとり、適切に報連相（報告・連絡・相談）ができることを

基本として、担当業務を中心にした法令や施策体系の理解、地域保健の視点をもって個別ま

たは集団の対人支援や保健事業が実践できる能力が求められる。 

具体的には、担当業務を指導のもとＰＤＣＡサイクルに基づき実践できることを目標とし、

併せて、担当業務を通じて自治体の方針や各種計画と関連づけて考えることができる、地域

の健康・栄養課題に結び付けて考えることができる等、地域保健活動におけるものの見方や

考え方、さらには基本的な専門知識・技術について実践を通して獲得することが重要である。 

   それらの能力は日々の職場内のＯＪＴにより培われていくものであり、先輩や指導者は生

涯教育到達目標（表１０、表１１）等を参考に人材育成マニュアル等を作成し、新任者を計

画的に育成することが重要である。 

また、新任者自身もＯｆｆ－ＪＴ（職場外研修）に参加する等、自己学習により自らを高

める努力をする姿勢が求められる。 

 

◆中堅期（５年程度） 

－担当業務を単独でＰＤＣＡサイクルに基づき実践できる能力が求められる時期－ 
   

新任期で培った基礎的な能力をもとに、担当業務を単独でＰＤＣＡサイクルに基づき実践

できる能力が求められる時期である。 

また、個別や集団支援による地域住民との密接な関わりを通じて、各種統計情報等を踏ま

えながら、全ライフステージに応じた地域の健康・栄養課題を分析評価し、その結果を自治

体の健康増進計画等と関連づけて担当業務に生かすことができる能力も必要である。 

保健活動を効果的に進めるには、地区組織、関係団体、多職種等と連携した食のネットワ

ークづくりが不可欠であり、日頃の関わりの中で、目的意識をもち、信頼が得られる言動を

身につけることが大切である。 

また、健康危機管理体制づくりでは自治体の地域防災計画を踏まえた活動が基本であり、

庁内外の関係課と連携して取組を進める必要がある。 

後輩が配属された場合はプリセプター※１）としての役割は大きく、新任者と信頼関係を築

き、基本的な業務をともに活動しながら支援する姿勢が求められる。担当業務をまとめ研究

発表することも、この時期の成長を促す重要な取組である。 

※１）プリセプターとは 

プリセプターは、新任者の専門的能力の育成だけでなく、社会人としてのルールや住民

と接する中での倫理観など基本的能力の確認、専門能力を活かすために、必要な行政能力

の育成に向けた指導を行う。また、組織（職場）内外を通じて、能力向上に必要な体験の

場の調整を図るなど、新任者にとって効果的な人材育成環境を整える役割も担っている。 
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◆中堅期（１０年程度） 

－地域の健康・栄養課題を解決するために主体的に調査研究に取り組む時期－ 
 

    自治体の健康増進計画等の策定、進行管理等に中心的に関わり、健康・栄養課題を明らか

にしたうえで必要な栄養施策をＰＤＣＡサイクルに基づき実践できる能力が求められる。 

そのため、全ライフステージまたは地域全体を通じた栄養施策をマネジメントするととも

に、新たに必要となる施策の企画立案については、科学的根拠に基づき成果がみえるよう説

得力をもって説明する能力を身につける必要がある。 

また、困難事例については関係者と連携調整しながら的確に対応できる力も求められる。 

     人材育成では、指導のもと、後輩の能力を判断し成長していくプロセスを支える姿勢、能

力が求められる。 

また、日頃の保健事業を通じて、地域の健康・栄養課題を解決するために主体的に調査研

究に取り組む時期である。 

 

◆管理期（１５年以上） 

－公衆衛生全般を視野に入れて、各種施策をマネジメントしていく時期－ 
  

地域の健康・栄養課題を含めて、公衆衛生全般を視野に入れて、各種施策をマネジメント

していく時期である。具体的には、自治体の上位計画を見据えた保健計画等の策定、進行管

理、見直し等において中核的な役割を担い、部下に的確な指示をするとともに、複雑困難な

事例への対応や住民団体の主体な活動運営に対する支援等へのスーパーバイズができる能

力が求められる。 

   人材育成については、管理者※２）として新任者、プリセプターの育成状況を把握し支援※３）

するとともに、部下の能力を的確に評価、育成できる仕組みを確保する必要がある。 

また、調査研究については、自ら主体的に取り組むとともに、部下への的確な指導力も求

められる。 

※２）管理者とは 

管理者は、県・市町村に勤務するの管理栄養士の総括責任者で、人材育成制度について組織

（職場）内に理解を浸透させ、協力を得て、より効果的な人材育成環境を整える者である。 

管理者は、組織の中で、プリセプターの指導や新任者の育成状況を把握し、責任を担う立場

である。 

※３）プリセプターの育成と支援とは 

プリセプターが新任者の育成を行なう段階で、部署または直接の所管を超えて行なう必要性

がある場合には、管理者は、プリセプターの周囲の協力体制を整えるなど、広い視野での調整

能力を発揮することが求められる。 

さらに、管理者は、近い将来、新任者がプリセプターに、プリセプターが管理者になること

を見据えて、プリセプター自身が達成感を獲得し、人材育成への意欲を持ち続けられるよう支

援する役割がある。 
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（３）ＯＪＴ（自己研鑚、職場内研修）の強化・推進 

  行政栄養士の現任教育は、自己啓発、ＯＪＴ（自己研鑚、職場内研修）、Ｏｆｆ－ＪＴ（職場

外研修）の３つの手法があるが、「自己啓発」ＯＪＴ（自己研鑚、職場内研修）、Ｏｆｆ－ＪＴ

「職場外研修」のいずれでも、生涯教育制度のキャリアノートの活用を推進する。 

  ＯＪＴ（自己研鑚、職場内研修）では、スキルアップしたい内容をＰＤＣＡに従ってトレーニ

ングを実践していきますが、トレーニングで実践した内容等をキャリアシートにまとめ、トレー

ニングの記録・評価・改善に活用していただきたい。 

  地域保健に従事する人材の資質・能力の向上については、法令上、地方公務員法において職員

への研修機会の付与が義務づけられるとともに、地域保健法において国、都道府県、市町村に対

し人材養成・確保及び資質の向上に係る努力義務が規定されている。 

  一人職場（配置）の行政栄養士もいるが、まず都道府県単位でその後、保健所単位や市町村単

位等でＯＪＴ(自己研鑚、職場内研修)を体系化し、行政栄養士の育成の強化・推進を図ることが

必要となる。 

   
【参考資料】 生涯教育制度「キャリアシート」 

研修の記録（Off－JT：Off The Job Training ） 

会員番号  氏名  職域  経験年数   年 

計画（テーマ）   

研修会名  研修会主催者   

受講形式と時間    単位    単位 

研修会内容 

（講師、研修形式など） 

 

 

研修（研鑽）の目的 

（何を学びたいのか） 

 

研修で学んだこと 

 

 

実践で活用できる内容 

 

 

実践の記録（OJT：on the job training） 

実践の場で効果があっ

たこと 

 

 

実践事例 

 

 

 

これをふまえ、さらに

学習すべき項目 

 

 

学習目標をすべて達成

できなかった理由 

 

 

※日本栄養士会ホームページからダウンロードできます。また、この様式を参考に、各自で作成する 

こともできます。ただし、指定の項目は全て入れてください。 
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３．生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ 

（１）研修ナビの概要 

生涯教育では、ＰＤＣＡ サイクルにより自己研鑚をして、専門分野に関する「栄養の指導」

が単独でできる「レベルⅢ（概ね５ 年）」への到達を目指し、分野ごとに、必要とされるス

キルを整理して、経験年数に応じた到達目標（コンピテンシー）を作成している。 

分野ごとの到達目標を選択して、目標リストに沿って自己評価し、研鑽が必要な項目を抽出

して、研修計画を作成し、自己研鑽するしくみとなっている。 

また、管理栄養士・栄養士スキルの標準化を図ることを目指して、すべての管理栄養士・栄

養士に求められる項目「ミニマムスタンダード」を基本研修とし、各専門分野において、さら

に特化される高度で、詳細な知識や技術レベルが求められる項目については、実務研修でその

知識・技術を深める構成となっている。 

そして、その知識・技術を生かして職場で実践して、各職域で「単独で実践できる」熟練し

たスキルへと高めることを目指している。 

  このようなことから、【表９】生涯教育到達目標の能力区分（公衆栄養分野）に基づき、基

本研修と実務研修に対応させた研修ナビを作成した。（表１０・１１・１２・１３） 

 

【表１０】研修ナビの内容 
 

項目 内容 

到達ランク 
●能力区分（中項目）ごとに到達ランクとその内容を整理 

レベルⅠ：当該項目を知っているが経験がない 

レベルⅡ：当該項目を指導下で実践できる 

（経験はあるが単独ではできない） 

レベルⅢ：当該項目を単独で実践できる 

レベルⅣ：当該項目を熟練し指導できる 

経験年数における到達目標 
●経験年数と到達目標（能力）を整理 

３年 新 任 期：基本的能力 

５年 中堅期Ⅰ：分析実践能力 

１０年 中堅期Ⅱ：創造実践能力 

１５年以上 管理期：管理調整能力 

実務研修の項目番号 
・能力区分に対応した実務研修の項目番号を整理 

 研修テーマ、内容は生涯教育キャリアノートに掲載 

（２）研修ナビの活用 

研修ナビは、簡易版（表１１）・詳細版（表１２）・５年間の研修計画（表１３）で構成さ

れている。簡易版で、自らの経験年数と到達目標を確認し、自己評価を行い、自己評価に基づ

き詳細版で具体的な研修を選択できるよう整理されている。また、５年間の研修計画では、具

体的な受講計画について例示している。 

有効な研修を選択するために活用し、自己能力の開発・向上に役立つ研修に積極的に参加す

ることを期待している。 
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【表１１－１】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（簡易版） 

能力区分 行政能力 
 
基
本 
研
修 

 
実
務 
研
修 
 

 
中項目 

 
３年 新任期 
基本的能力 

 

 
５年 中堅期Ⅰ 
分析実践能力 

 
10年中堅期Ⅱ 
創造実践能力 

 
15年以上管理期 
管理調整能力 

 

職業倫理をベース

にした態度や行動

規範 

Ⅱ 
①行政職として、管

理栄養士・栄養士と

して、対象者に対し

てふさわしい行動を

とることができる 

②守秘義務について

理解し遵守できる 

③同僚や他部門関係

者と適切なコミュニ

ケーションをとるこ

とができる 

Ⅲ 
①自治体の方針に基

づき、チームワーク

を取りながら、職務

遂行できる 

②業務遂行や問題解

決に、柔軟に、的確

に対応し、責任を全

うできる 

③向上心を持って職

務、知識やスキルの

修得、人的ネットワ

ーク拡大に努める 

Ⅳ 
①情勢の変化に対

応して自らの判断

で適切な対処がで

きる 

②地域保健活動に

おけるリーダーシ

ップを発揮できる 

Ⅳ 
誠意と気概を持っ

て管理者としての

立場と責任を全う

する 

 

○  

 

組織人（職業人） 

としてふさわしい 

態度や行動規範 

 

Ⅱ 
①自治体及び組織の

理念、方針、各種計

画を理解でき、その

中で担当業務の役割

が理解できる 

②担当業務の事業体

系、要領、予算等の

仕組みが理解でき、

ＰＤＣＡサイクルで

事業実施ができる 

Ⅲ 
①自治体の方針、各

種計画の目標、地域

の健康課題を整理

し、その中で担当業

務の役割を明確にす

ることができる 

②各種計画と担当業

務を結びつけた事業

を企画立案、実施で

きる 

Ⅳ 
①自治体の健康づ

くり・栄養分野の

各種計画の策定、

進行管理、評価等

に中心的に関わる

ことができる 

②各種計画の目標

達成のために、中

長期的な事業計画

を立て、ＰＤＣＡ

サイクルで実施で

きる 

Ⅳ 
①自治体の方針と

重要課題を的確に

捉え、各種計画の

策定、進行管理、

評価等に指導的に

関わり、その遂行

を支援できる。 

②各種計画の目標

達成のために、中

長期的な事業を施

策化できる 

 

○ 

Ⅱ 
①起案、通知文等が

作成できる 

②上司に業務上の報

告・連絡・相談を適

切に行なうことがで

きる 

③決められた業務を

時間内に実施できる 

Ⅲ 
①トラブルや対処が

困難な場合、上司に

相談し、適切に対処

できる 

②業務の優先順位を

つけ、効率よく、業

務遂行できる 

 

Ⅳ 
①後輩の報告を正

確に聴き、組織内

に必要な情報を判

断して適切な情報

提供ができる 

②関係者との信頼

関係を築きながら

円滑な組織運営に

努める 

Ⅳ 
①困難な状況、突

発的な出来事につ

いて組織としての

判断ができ、部下

に指示できる 

②効率よく業務遂

行出来るよう組織

内を調整指示でき

る 

 

○ 

 

人材育成 

Ⅱ 
担当業務を円滑に遂

行できる 

Ⅱ 
①新任者の相談に応

じて、説明、演示等

ができる 

②新任者が自分で考

え自分で気づける関

わりができる 

Ⅲ 
①新任者の行政職

員としての能力を

アセスメントする

ことができ、管理

者に的確に伝える

ことができる 

②業務につく新任

者の動機づけを意

識しながら、支援

することができる 

Ⅳ 
①部下の能力を的

確にアセスメント

できる 

②部下の能力を高

める方向で、業務

を割り当てること

ができる 

③職場の人材育成

計画を立案し、必

要な環境整備がで

きる 

 

○ 
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【表１１－２】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（簡易版） 

能力区分 専門能力 
 
基
本 
研
修 

 
実
務 
研
修 
 

 
中項目 

 
３年 新任期 
基本的能力 

 
５年 中堅期Ⅰ 
分析実践能力 

 

 
10年中堅期Ⅱ 
創造実践能力 

 
15年以上管理期 
管理調整能力 

国の施策の方向の

理解 

Ⅱ 
国や自治体の公衆衛

生（公衆栄養）の方

針と自治体の計画、

担当事業との関連が

理解できる 

Ⅲ 
国や自治体の公衆衛

生（公衆栄養）の方

向性を踏まえ、業務

遂行できる 

Ⅳ 
①国や自治体の方

向性を踏まえ、地

域実態に応じた各

種計画、事業への

反映ができる 

②自治体の上位計

画や医療福祉計画

等にも視野を広

げ、業務に反映で

きる 

Ⅳ 
国や自治体の方向

性を踏まえ、中長

期視点をもって自

治体に必要な計画

策定、施策化等に

指導的立場で関わ

ることができる 

 

○ ○ 

 

関連法規の理解 

Ⅱ 
①担当事業の根拠法

令、通知、実施要領、

予算等の仕組みを理

解できる 

②参加する事業の法

的根拠を理解してい

る 

Ⅲ 
関係法規、通知、実

施要領、予算等の仕

組みが理解でき、業

務遂行できる 

Ⅳ 
より上位計画や医

療福祉計画等の関

連法規についても

理解を深め、業務

遂行ができる 

Ⅳ 
公衆衛生活動に必

要な関連法規を理

解し、業務遂行で

き、部下に説明で

きる 

 

○ ○ 

 

管理栄養士・栄養士

の専門性 

Ⅱ 
①栄養の指導 

②栄養ケアプロセス 

③食事管理プロセス 

④食事摂取基準、各

種ガイドライン、栄

養成分表示制度 

を正しく理解し、担

当業務の中で関連づ

けることができる 

Ⅲ 
担当業務の中で適切

に実践、対処できる 

Ⅳ 
対象別（全ライフ

ステージ）または

地域全体で、適切

な栄養の指導、栄

養ケアプロセス、

食事管理プロセス

等が実践できる 

Ⅳ 
栄養の指導、栄養

ケアプロセス、食

事管理プロセス等

科学的な根拠を踏

まえた実践的な内

容を指導できる 

 

○  

 

調査研究 

Ⅱ 
①地域の健康課題を

抽出するための方法

を理解できる 

②調査・研究に協力、

取り組むことができ

る 

Ⅲ 
①地域の健康課題を

抽出するための方法

を理解し、課題解決

のための研究に取り

組むことができる 

②調査・研究に取組

み、研究発表できる

（研究会、学会など） 

Ⅲ 
①地域の健康課題

解決のための調査

研究に主体的に取

り組むことができ

る 

②調査・研究に取

組み、研究発表で

きる（研究会、学

会など） 

Ⅳ 
①地域の健康課題

解決のための調査

研究について指導

できる 

②調査・研究に取

組み、研究発表で

きる（研究会、学

会など） 

 

○ ○ 
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【表１１－３】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（簡易版） 

能力区分 対人（個人・集団）、地域支援能力 
 
基
本 
研
修 

 
実
務 
研
修 

 
中項目 

 
３年 新任期 
基本的能力 

 
５年 中堅期Ⅰ 
分析実践能力 

 

 
10年中堅期Ⅱ 
創造実践能力 

 
15年以上管理期 
管理調整能力 

 

個人を対象にした

栄養指導 

Ⅱ 
①対象者に応じた栄

養アセスメント、栄

養診断を行い、対象

者や家族に適した個

別支援計画を策定で

きる 

②個別支援計画に沿

った栄養指導を行い

結果を評価できる 

Ⅲ 
①左記を単独で実施 

②対応困難な事例は

上司と相談のうえ、

適切な支援ができる 

③個別指導の集積は

地域の栄養課題であ

ることが理解でき、

事業計画等に生かす

ことができる 

Ⅳ 
対応困難な事例は

必要な関係者を集

めてカンファレン

スの場を設け、適

切な支援ができる 

 

Ⅳ 
複雑困難な事例の

スーパーバイズが

できる 

 

○ ○ 

 

集団を対象にした

栄養指導 

Ⅱ 
①対象集団の栄養ア

セスメント、栄養診

断を行い、集団の特

性を踏まえた支援計

画を策定できる 

②集団支援計画に沿

った栄養指導を行い

結果を評価できる 

Ⅲ 
①左記を単独で実施 

できる 

②集団指導の結果の

集積が地域の栄養課

題であることが理解

でき、事業計画等に

生かすことができる 

Ⅳ 
集団指導計画に基

づく栄養指導の集

積が、地域の健康

栄養課題として整

理でき、施策や事

業に結びつけるこ

とができる 

Ⅳ 
指導レベル 

 

○ ○ 

 

地域全体への栄養

介入 

Ⅱ 
自治体の健康増進計

画、食育推進計画ま

たは地域診断結果等

から計画された、地

域への栄養介入計画

に参画できる 

Ⅲ 
担当業務を中心に、

必要な地域への栄養

介入計画を企画立案

し、実践できる 

 

Ⅲ 

全ライフステージ

地域特性を視野に

入れ、実情に応じ

た地域への栄養介

入計画を主体的に

企画立案し、実践

できる 

Ⅳ 
全ライフステージ

地域特性を視野に

入れ、実情に応じ

た地域への栄養介

入計画の企画立案

実践を指導できる 

 

 ○ 

 

能力区分 地域診断能力 
 
基
本 
研
修 

 
実
務 
研
修 

 
中項目 

 
３年 新任期 
基本的能力 

 
５年 中堅期Ⅰ 
分析実践能力 

 
10年中堅期Ⅱ 
創造実践能力 

 
15年以上管理期 
管理調整能力 

 

地域診断 

Ⅱ 
①担当業務や地域活

動から、地域の健康

栄養情報を収集がで

きる 

②自治体の統計、健

診結果、各種調査結

果等から、地域の健

康栄養情報を整理で

きる 

③担当業務に関連す

る地域診断を行うこ

とができる 

Ⅲ 
①左記を単独で実施

できる 

②指導のもと、自治

体の優先的な健康課

題とその危険因子を

明らかにし、背景に

ある栄養・食生活の

課題を特定できる

（全ライフステージ

別、地域別等） 

Ⅲ 

自治体の優先的な

健康栄養課題を明

らかにし、業務に

反映できる（地域

特性や健康問題に

対応した事業を創

造的、科学的に実

施、評価できる） 

Ⅳ 
①対象、地域特性

に応じた地域診断

を的確に実施し、

施策化、事業化に

つなげることがで

きる 

②地域診断の考え

方、手法等を部下

に指導できる" 

 

 ○ 
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【表１１－４】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（簡易版） 

能力区分 政策形成能力 

※健康日本２１（第二次）の推進と栄養施策の成果を得るための対策 

 
基
本 
研
修 

 
実
務 
研
修 
 

 
中項目 

 
３年 新任期 
基本的能力 

 

 
５年 中堅期Ⅰ 
分析実践能力 

 
10年中堅期Ⅱ 
創造実践能力 

 
15年以上管理期 
管理調整能力 

 

政策形成 

Ⅰ 

自治体の優先的な健

康・栄養課題を知る

ことができる 

Ⅱ 

優先的な健康・栄養

課題に対応する中長

期計画の策定に参画

できる 

Ⅲ 

優先的な健康・栄

養課題に対応する

中長期計画を策定

できる 

Ⅳ 
優先的な健康・栄

養課題に対応する

中長期計画を策定

するための指導が

できる 

 

 ○ 

 

生活習慣病の発症

予防と重症化予防 

Ⅱ 
①自治体の優先的な

生活習慣病の発症予

防と重症化予防の課

題が理解できる 

②担当業務と関連づ

けて考えることがで

きる 

Ⅲ 
担当業務の中で、生

活習慣病の発症予防

と重症化予防のため

の事業をＰＤＣＡサ

イクルで実施できる 

Ⅲ 
自治体の優先的な

生活習慣病の発症

予防と重症化予防

のために必要な施

策を事業化し、Ｐ

ＤＣＡサイクルで

実施できる 

Ⅳ 
施策の推進、評

価・検証、課題解

決に向けた計画の

修正、戦略的取組

ができるよう環境

整備ができる 

 

 ○ 

 

次世代の健康 

高齢者の健康 

Ⅱ 
①自治体の優先的な

次世代の健康栄養課

題、高齢者の健康栄

養課題が理解でき

る。 

②担当業務と関連づ

けて考えることがで

きる 

Ⅲ 
担当業務の中で、次

世代や高齢者の健康

栄養課題に対応した

事業をＰＤＣＡサイ

クルで実施できる 

Ⅲ 
次世代の健康、高

齢者の健康に配慮

し、社会生活を自

立的に営むために

必要な機能の維持

及び向上のための

施策を事業化し、

ＰＤＣＡサイクル

で実施できる 

Ⅳ 
施策の推進、評価

検証、課題解決に

向けた計画の修正

戦略的取組ができ

るよう環境整備が

できる 

 

○ ○ 

 

食の社会環境の 

整備 

Ⅱ 
特定給食施設指導、

外食の栄養成分表示

やヘルシーメニュー

提供、食育推進ネッ

トワークの活用、地

域の栄養ケアの拠点

づくりなど、食を通

じた社会環境の整備

促進のための事業に

参画できる 

Ⅲ 
左記の担当業務を 

ＰＤＣＡサイクルで

実施できる 

Ⅲ 
地域診断結果より

明らかになった健

康栄養課題に対応

するため、食を通

じた社会環境の整

備計画を企画立案

し、施策化ができ

る 

Ⅳ 
施策の推進、評価

検証、課題解決に

向けた計画の修正

戦略的取組ができ

るよう環境整備が

できる 

 

○ ○ 
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【表１１－５】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（簡易版） 

能力区分 調整能力 
 
基
本 
研
修 

 
実
務 
研
修 

 
中項目 

 
３年 新任期 
基本的能力  

 
５年 中堅期Ⅰ 
分析実践能力 

 
10年中堅期Ⅱ 
創造実践能力 

 
15年以上管理期 
管理調整能力 

 

都道府県と市町村

との連携 

Ⅱ 
担当事業を通じ

て、都道府県と市

町村が連携して事

業を行うことの必

要性が理解できる 

Ⅲ 
担当事業を通じて、

都道府県と市町村が

連携、分担しながら、

地域の栄養改善業務

を推進できる 

Ⅲ 
①都道府県と市町村

が連携して、地域の

健康栄養課題につい

て必要な対策の検討

ができる 

②人材育成計画に基

づき、行政栄養士研

修会等が企画運営で

きる。また、必要な

市町村支援ができる

（都道府県の場合） 

Ⅳ 
都道府県と市町村

が連携して、地域

の栄養施策を展開

し、共に成果をあ

げる体制ができる 

 

 ○ 

 

地区組織との連携 

Ⅱ 
地区組織の育成の

重要性について理

解し、養成・育成

事業に計画的に参

加できる 

Ⅱ 

①自治体の各種計画

の中で地区組織活動

の位置づけと必要性

が理解できる 

②地区組織活動の育

成・養成事業が計画

的に実施できる 

Ⅲ 
地区組織活動の育

成・養成事業が計画

的に実施できる 

Ⅳ 
①地区組織活動の

主体性を生かした

事業展開ができる 

②自治体の各種計

画に地区組織活動

の養成・育成に関

して位置づけ、計

画的に実施できる 

 

 ○ 

 

住民組織との連携 

Ⅱ 
住民参加型の健康

づくり事業に参加

し、その必要性が

理解できる 

Ⅲ 
住民参加型の健康づ

くり事業を企画立案

し、育成や支援に関

わることができる 

 

Ⅳ 
住民組織と参加型の

健康づくり事業を企

画立案し、育成や支

援ができる 

Ⅳ 
住民組織、ＮＰＯ

などの活動の支援

についてスーパー

バイズができる 

 

 ○ 

 

 

多分野、関係団体と

の連携 

 

Ⅱ 
保育所・学校保健、

産業保健、医療福

祉分野等、多様な

分野が実施する栄

養関連事業に参加

し、保健の役割を

理解する 

Ⅱ 
担当業務を通じて、

多様な分野と連携し

た事業展開できる 

 

Ⅲ 
健康栄養課題に対応

するため、多分野と

連携した業務遂行が

円滑にできる 

Ⅳ 
①地域の社会資源

の活用ができるよ

うに関係機関との

調整ができる 

②健康課題解決の

ために新たに資源

の開発に取組こと

ができる 

 

○ 

 

能力区分 危機管理能力 
 
基
本 
研
修 

 
実
務 
研
修 

 
中項目 

 
３年 新任期 
基本的能力 

 
５年 中堅期Ⅰ 
分析実践能力 

 
10年中堅期Ⅱ 
創造実践能力 

 
15年以上管理期 
管理調整能力 

 

災害時緊急対策 

 

Ⅱ 
地域防災計画に位置

付けられた栄養・食

生活支援について理

解できる 

Ⅲ 
災害時の栄養・食生

活支援（家庭内備蓄

普及、食の防災教育、

要援護者食支援体制

等）に対処できる 

Ⅳ 
地域防災計画や栄

養・食生活支援に

ついて理解し、適

切な対処について

指導できる 

Ⅳ 
地域防災計画に基

づき、必要な業務

継続継続計画の策

定について指導で

きる 

 

○ 

 

Ⅱ 
公的備蓄（現物・流

通）、炊き出し体制

などの整備の必要性

を理解できる 

Ⅱ 
公的備蓄（現物・流

通）、炊き出し体制

などの整備について

担当課と検討するこ

とができる 

Ⅲ 

公的備蓄（現物・

流通）、炊き出し

体制を検討し、整

備できる 

Ⅳ 
公的備蓄（現物・

流通）炊き出し体

制を検討し、関係

部署と連携し指導

体制を整備できる 

 

 ○ 
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３年 新任期
基本的能力

５年 中堅期Ⅰ
分析実践能力

10年中堅期Ⅱ
創造実践能力

15年以上管理期
管理調整能力

Ⅱ　指導のもと
組織の方針、各種計画
（主に健康増進計画、食
育推進計画）の目標、地
域の健康課題と担当業務
との関連が理解できる

Ⅱ　指導のもと
組織の方針、各種計画の
目標（自治体の上位計画
含む）、地域の健康課題
を踏まえ、担当業務の地
域栄養ケア計画を作成で
きる

Ⅳ
自治体の上位計画や保健
計画を踏まえた、中長期
的な栄養分野の施策化、
事業化ができる

①計画を推進するため、組
織内調整を行い、予算確
保、関係機関との合意と協
働が得られるための体制を
整えることができる

Ⅰ　指導のもと
各種計画と予算との関連
が理解できる

Ⅱ　指導のもと
各種計画の目標達成に必
要な担当業務を企画立案
し、予算要求ができる

Ⅲ　単独で
各種計画の目標達成に必
要な担当業務を企画立案
し、適切な予算要求がで
きる

Ⅳ
計画推進のために必要な
組織体制をつくり、事業
推進できる

①業務上の報告・連絡・相
談を適切に行なうことがで
きる

Ⅲ　指導のもと
①業務実施前の確認、実
施後の報告を上司に確実
に行うことができる
②指示されたことを正確
に理解し、報告できる
③トラブルや対処が困難
な場合、迅速に報告、相
談ができる

Ⅲ　単独で
①業務遂行に必要な報
告、連絡、相談がスムー
ズにできる
②トラブルや対処が困難
な場合、上司に相談し、
適切に対応できる

Ⅳ
①事実の内容や影響等を
見極め、業務遂行のため
の方向性を定めることが
できる
②業務に応じ、手段や方
法を工夫し、無駄なく業
務が進むよう関係者と協
力して実施できる

Ⅳ
①情勢の変化を素早く把
握できる
②困難な状況、突発的な
出来事について組織とし
ての判断ができる
③判断に基づき、部下(後
輩）に指示を出すことが
できる

組
織
人
（

職
業
人
）

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
態
度
や
行
動
規
範

基本
研修

実務
研修

P21

2-2

1

Ⅳ
①所属自治体全体の方針
と重要課題、重要目標を
正しく理解し行動してい
る
②部下(後輩）の行動や活
動に責任を持って支援で
きる
各種計画の目標達成のた
めに中長期的な施策の企
画立案ができる

①組織や各種計画の目標を
踏まえ、上司や関係者と調
整しながら、地域の健康課
題に対応した健康づくり・
栄養分野の短期・中期・長
期的な事業計画を立てるこ
とができる
②上記の短期・中期・長期
計画に沿った評価の設定が
できる

Ⅲ　指導のもと
①自治体の上位計画を踏
まえた、保健計画（健康
増進計画、食育推進計画
等）が策定できる
②地域診断に基づき、地
域栄養ケア計画が作成で
きる
③保健計画を進行管理
し、評価、改善計画を提
案できる

組織人（職業人）と
してふさわしい態度
や行動規範の理解

①組織の理念や機能を理解
し、それを実現しようと努
力することができる
②計画の目標達成に必要な
各種保健福祉事業を企画立
案することができる

Ⅱ　指導のもと
組織の方針、各種計画の
目標、地域の健康課題が
理解できる
各種計画と担当業務との
関連を理解し、事業を企
画立案できる

Ⅲ　単独で
組織の方針、各種計画の
目標、地域の健康課題を
整理し、その中で担当業
務の役割を明確にするこ
とができる
各種計画と担当業務を結
びつけた事業の企画立案
ができる

Ⅳ
①自治体の方針、各種計
画の目標達成に必要な行
動ができる
②上司に求められている
ことや、部下（後輩）に
指示すべきことを的確に
理解し、行動できる
各種計画の目標達成のた
めの施策化、事業化がで
きる

栄養士会の組織と
活動の理解

①栄養士会組織の公益性を
踏まえた活動を理解し、実
践できる
②栄養士会を自らのキャリ
ア形成や仲間づくり、情報
収集に活用することが大切
であることを理解できる
③栄養士会の活動に参加
し、仲間づくりができる

Ⅲ
①栄養士会の公益性を理
解し、会活動に参加する
ことができる
②会活動を通じて、自ら
のキャリア形成や情報収
集、仲間づくりのメリッ
トを実感できる

Ⅲ
①会活動に主体的に参加
し、自らのキャリア形成
や情報収集、仲間づくり
に生かすことができる
②未会員にも栄養士会の
入会を勧めることができ
る

Ⅳ
①公衆衛生事業部の一員
としての自覚をもち、公
益性の高い会活動となる
よう自ら行動するととも
に、会組織に対して工夫
や改善点も提案できる
②会のメリットをわかり
やすく発信し、率先して
仲間づくりができる

Ⅳ
①会の中長期的な方向性
や活動を考え、自らふさ
わしい行動ができる
②会のリーダーとして会
員をまとめ会に対して改
善のための意見・提案、
貢献ができる

Ⅳ
医療職としての倫理規範
について、自ら考え、率
先して行動し、他の模範
となる

①管理栄養士・栄養士の職
業倫理を自覚し、対象者に
対してふさわしい行動をと
ることができる
②対象者への適切な接遇が
できる
③同僚や他部門関係者と適
切なコミュニケーションを
とることができる

Ⅱ　指導のもと

対象者に対して、誠実、
親しみやすさ、わかりや
すさ、公正さ、責任感等
をもって対応できる
①保健福祉チームの一員
として、連携や協働の必
要性を理解できる
②わからないことは自分
から同僚や上司に相談す
ることができる
③助言を素直に受入れ、
改善することができる

Ⅲ　単独で

対象者に対して、誠実、
親しみやすさ、わかりや
すさ、公正さ、責任感等
をもって対応できる
①保健福祉チームの一員
として、主体的に関係者
と連携や協働行動をとる
ことができる
②業務の工夫や改善策の
提案等が関係者に相談し
ながらできる

Ⅳ
困難なケースでも、対象
者の立場にたち、丁寧な
（柔軟な）対応ができる
①保健福祉チームのリー
ダーとして、業務遂行に
必要な状況把握、方向性
の検討、改善策の提案等
ができる
②同僚や後輩の相談に応
じやすい態度で、適切な
助言ができる

Ⅳ
左記の対応について自ら
模範となり、部下（後
輩）に指導できる
①情勢の変化を素早く把
握し、困難な状況、突発
的な出来事について組織
としての判断ができる
②判断に基づき、部下
（後輩）に指示を出すこ
とができる

大
項
目

中項目 小項目

経験年数における到達目標　

専
門
職
業
人
と
し
て
自
覚
と
実
践

職業倫理をベースに
した態度や行動規範
の理解

①生命の尊厳を理解し、ふ
さわしい行動ができる
②医療職としての倫理規範
を理解し実践できる
③患者・障害者の権利、イ
ンフォームドコンセントを
理解し、行動ができる
④守秘義務について理解し
遵守できる

Ⅲ
医療職としての倫理規範
について理解できる
※倫理規範

Ⅲ
医療職としての倫理規範
について理解し実践でき
る

Ⅳ
医療職としての倫理規範
について、自ら考え行動
できる

【表１２－１】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（詳細版） 
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３年 新任期
基本的能力

５年 中堅期Ⅰ
分析実践能力

10年中堅期Ⅱ
創造実践能力

15年以上管理期
管理調整能力

①スタッフの業務遂行能力
を評価できるとともに相談
にのることができる

Ⅱ　指導のもと
担当業務を円滑に遂行で
きる

Ⅱ　指導のもと
①新任者の相談に応じ
て、説明、演示等ができ
る
②新任者が自分で考え自
分で気づける関わりがで
きる

Ⅲ　単独で
①部下(後輩）の能力に
あった説明、指示、演示
等ができる
②部下(後輩）が自分で考
え自分で気づける関わり
ができる
③新任者の目標を共に設
定し、先に成長を確認で
きる

Ⅳ
①部下(後輩）一人ひとり
の能力を的確にアセスメ
ントできる
②プリセプターの選出と
助言ができる
③部下の能力を高める方
向で、業務を割り当てる
ことができる
④人材育成の方法を組み
合わせて職場の人材育成
計画を立案できる
⑤職場の人材育成のため
の環境整備ができる

①労働安全衛生法に基づい
た労務管理ができる

Ⅰ
労働安全衛生法に規定を
理解できる

Ⅱ
労働安全衛生法に規定に
基づき健康管理ができる

Ⅲ
労働安全衛生法に規定に
基づき安全管理ができる

Ⅳ
労働安全衛生法に順守す
るための予算・人事措置
を関係部門と調整できる

①費用対効果を考えた選択
ができる
②担当部門の業績評価がで
きる
③関連委員会を運営するこ
とができる
④関連委員会を運営するこ
とができる

Ⅱ　指導のもと
決められた予算内で担当
事業の企画立案、管理が
できる。
担当事業の評価（プロセ
ス、アウトプット）がで
きる

Ⅲ 単独で
決められた予算内で担当
事業の企画立案、管理が
できる
担当業務の事業評価を適
切に行うことができる
関連会議を開催できる

Ⅳ
有効な事業を企画立案
し、実施後は関連会議を
運営できる費用対効果を
検討し、改善策を提案で
きる
担当部門全体の事業評価
ができ、改善計画を提
案、実施できる

Ⅳ
組織全体の費用対効果を
検討し、より効果的効率
的な業務内容、業務分担
を指示できる
業務の改善について有効
で具体的な助言と指示が
できる
関連会議の有効な運営を
指示できる
業務の改善について有効
で具体的な助言と指示が
できる

①所属長や幹部に管理栄養
士・栄養士の役割や成果、
業務運営に必要な要求を根
拠をもって主張できる

Ⅰ 指導のもと
担当業務をまとめること
ができる

Ⅱ 指導のもと
担当業務をまとめ、上司
に説明できる

Ⅲ 単独で
担当業務をまとめ、上司
に説明できる。また必要
な改善策を提案できる

Ⅳ
栄養部門全体の成果と今
後必要な対策について説
得力をもって上司に説明
できる

①関連委員会を運営するこ
とができる

Ⅱ　指導のもと
関連会議に参加し、その
役割を理解できる

Ⅲ 指導のもと
関連会議を開催できる

Ⅳ 単独で
関連会議を運営できる

Ⅳ
関連会議の有効な運営を
指示できる

大
項
目

中項目 小項目

経験年数における到達目標　
基本
研修

実務
研修

組
織
人
（

職
業
人
）

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
態
度
や
行
動
規
範

P21

Ⅳ
効率よく業務遂行できる
よう率先して工夫し、自
ら実践できる
全ライフステージに応じ
た地域栄養ケア計画を作
成し、PDCAに基づき実施
できる

Ⅳ
効率よく業務遂行できる
よう組織内を調整、指示
できる
地域栄養ケア計画の進行
管理、施策化、組織内調
整を指示できる

栄養部門の円滑な
運営

①決められた業務を時間内
に実施できる
②健康づくり・栄養部門の
活動目標を設定し、課題解
決を図ることができる

Ⅱ
就業時間を守り、業務遂
行できる
担当業務を中心に地域診
断を行い、地域栄養ケア
計画を作成できる

Ⅲ
業務の優先順位をつけ、
効率よく業務遂行できる
担当業務を中心にした地
域診断を行い、地域栄養
ケア計画を作成できる

【表１２－２】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（詳細版） 
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３年 新任期
基本的能力

５年 中堅期Ⅰ
分析実践能力

10年中堅期Ⅱ
創造実践能力

15年以上管理期
管理調整能力

国の施策の方向の
理解

①専門職として国や地方自
治体の公衆衛生活動の推進
の方向を理解し活動できる

Ⅱ　指導のもと
①健康日本21、食育推進
計画を中心にした各種計
画、行政栄養士業務指針
等の関連通知について理
解できる。
②国の方針と自治体の計
画、担当事業との関連が
理解できる

Ⅲ　単独で
①健康日本21、食育推進
計画のほか、関連計画
（母子保健、特定健診、
介護保険、歯科保健等）
と担当業務との関連が理
解できる
②国の方針と自治体の計
画等を踏まえ、担当業務
に生かすことができる

Ⅳ
国の方針と自治体の計画
等を踏まえ、中長期視点
で地域栄養ケア活動を考
え、行動できる

Ⅳ
国の方針と自治体の計画
等を踏まえ、中長期視点
で地域栄養ケア計画を作
成し、実現に向けた行動
ができる 2-1 P21

食事摂取基準や
各種ガイドラインの
理解

①栄養管理や指導に必要な
食事摂取基準やガイドライ
ン等の最新知識を理解し活
用できる

Ⅲ
食事摂取基準や各種ガイ
ドラインの基本的な内容
が理解でき、業務とのつ
ながりがわかる

Ⅲ
食事摂取基準や各種ガイ
ドラインの基本的な内容
が理解でき、業務に生か
すことができる

Ⅳ
①根拠を踏まえた栄養指
導が実践できる
②根拠を踏まえた栄養施
策の企画立案ができる

Ⅳ
左記について部下(後輩）
に、栄養指導、栄養施策
の必要性と具体的な方法
について指導できる

2-3 P23

薬と食物の相互作用
の理解

①薬と栄養・食物との相互
作用を理解し、活用できる

Ⅲ
薬と栄養・食物との相互
作用の基本を理解し、業
務に生かすことができる

Ⅲ
薬と栄養・食物との相互
作用の基本を理解し、業
務に生かすことができる

Ⅳ
薬と栄養・食物との相互
作用について、的確に栄
養指導できる

Ⅳ
同左

2-4

保健機能食品や栄養
成分表示制度の理解

①サプリメントや病者用食
品，機能性食品を理解し、
適切に活用できる

Ⅲ　指導のもと
食品表示法及び栄養成分
表示制度等を理解し、業
務に生かすことができる

Ⅲ　単独で
食品表示法及び栄養成分
表示制度等を理解し、的
確に業務遂行できる

Ⅳ
同左

Ⅳ
同左

2-6

栄養の指導の概念の
理解

①「栄養の指導」の本質と
その実践形態を理解し、説
明できる

Ⅱ
「栄養の指導」の概念を
理解できる

Ⅲ
「栄養の指導」の概念を
業務と関連づけて考える
ことができる

Ⅳ
「栄養の指導」の実践が
的確にできる

Ⅳ
「栄養の指導」の実践が
的確にでき、他の模範と
なることができる

2-2

栄養と栄養素

①各種栄養素の主な役割と
代謝を理解し、説明できる 2-5 P25

①食事摂取基準を踏まえ、
対象者及び集団における適
切な目標設定ができる

3-2

②上記目標に対応した食品
構成表を作成することがで
きる

3-3

③対象者及び集団に適した
献立を作成することができ
る

3-4

①調理標準作業書が作成で
きる

②調理体制を整備し、評
価・向上への取り組みがで
きる

③機器・器具などの管理・
点検・整備を行うことがで
きる

①食材料に関する法的規制
等に精通し、遵守できる

②適切な食材料の発注・検
収・在庫管理等ができる

③食材料に関する経営管理
分析ができる

感染対策

①食中毒、感染症発生時の
緊急対応方法が実践できる

Ⅱ
食中毒、感染症発生時の
緊急対応方法について理
解できる

Ⅲ
食中毒、感染症発生時の
緊急対応方法について実
践できる

3-7

食品衛生管理

①大量調理マニュアルに基
づいた衛生管理ができる

Ⅱ
大量調理マニュアルに基
づいた衛生管理が理解で
きる

Ⅲ
大量調理マニュアルに基
づいた衛生管理が実践で
きる

3-8

評価と記録

①検食、嗜好調査、残食調
査等により食事評価を適切
に行い、食事管理に活用で
きる

Ⅱ
検食、嗜好調査、残食調
査等により食事評価がで
きる

Ⅲ
検食、嗜好調査、残食調
査等により食事評価を適
切に行い、食事管理に活
用できる

3-6
P30
P39

大
項
目

中項目 小項目

食
事
管
理
プ
ロ
セ
ス

経験年数における到達目標　
基本
研修

実務
研修

8-1
8-2
8-3

P80

Ⅳ
衛生管理上のリスクを判定し、大量調理マニュアル
に基づいた改善指導ができる

Ⅳ
検食、嗜好調査、残食調査等により食事評価を適切
に行い、食事管理に活用することを指導できる

調理・配膳

Ⅱ
調理標準作業書に基づき
調理・配膳ができる

Ⅲ
厨房機器や人員に応じた
他調理作業書を作成し、
円滑な業務を実施できる

Ⅳ
必要な厨房機器や人員の配置について、関係部署と
協力し、機器の整備や人員配置をすすめ、計画的で
円滑な業務管理ができる

食材管理

Ⅱ
食品表示法
食品衛生法
健康増進法
ＪＡＳ法など関係法令を
理解し業務に活かすこと
ができる

Ⅲ
関係法令に基づき安全か
つ経営効率を考えた食材
料管理ができる

Ⅳ
関係法令に基づき安全かつ経営効率を考えた食材料
管理を行うための指導ができる

Ⅳ
食中毒、感染症発生時の被害拡大防止・再発防止を
関係機関と協議し適切な対策を指示・指導できる

Ⅳ
部下(後輩）に栄養施策や
栄養業務に関する関係法
規、通知、実施要領、予
算等について的確に指示
できる

栄
養
の
指
導

Ⅲ
各種栄養素の主な役割と代謝を理解し、説明できる

Ⅳ
各種栄養素と代謝を踏まえた栄養指導ができる

献立の調整

Ⅲ
食事摂取基準の基づき利用者の身体・健康特性に
あった献立作成について理解し実践できる

Ⅳ
食事摂取基準の基づき利用者の身体・健康特性に
あった献立作成について指導できる

①専門職として必要な関連
法規を理解し、説明できる
②根拠となる関連法規を知
り、法に準拠して業務の推
進ができる

専
門
分
野
の
知
識
の
習
得

関連法規の理解

Ⅱ　指導のもと
担当事業の根拠法令（地
域保健法、健康増進法、
栄養士法等）、通知、実
施要領、予算等の仕組み
を理解できる

Ⅲ　単独で
行政栄養士業務全般の関
係法規、通知、実施要
領、予算等の仕組みが理
解でき、業務遂行できる

Ⅳ
必要な関係法規、通知、
実施要領、予算等を踏ま
えた栄養施策や栄養業務
を的確に遂行できる

3-5

P30
P90

P353-5

P37

【表１２－３】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（詳細版） 
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３年 新任期
基本的能力

５年 中堅期Ⅰ
分析実践能力

10年中堅期Ⅱ
創造実践能力

15年以上管理期
管理調整能力

栄養ケア・プロセス
の概念の理解

①栄養ケア・プロセスを理
解し、活用できる

Ⅱ
栄養ケアプロセスの概念
が理解でき、業務に関連
づけて考えることができ
る

Ⅲ
栄養ケアプロセスの概念
を理解し、担当業務に生
かすことができる

Ⅳ
栄養ケアプロセスに基づ
き、対象毎（個人、集
団、地域）に適切な栄養
ケアができる

Ⅳ
左記について部下(後輩）
に指導できる

4-1

栄養スクリーニング
の理解と実践

①栄養スクリーニングの方
法を理解し、実践すること
ができる

Ⅱ　指導のもと
担当業務の栄養スクリー
ニング方法を理解し、実
践できる

Ⅲ　単独で
担当業務の栄養スクリー
ニングが的確にできる

Ⅳ
対象に応じた的確な栄養
スクリーニング方法がわ
かり、実践できる

Ⅳ
左記について部下(後輩）
に指導できる 4-2

栄養アセスメントの
記録

①アセスメントをした根拠
とその結果を記録すること
ができる

Ⅱ　指導のもと
担当業務の栄養アセスメ
ントの根拠とその結果を
記録できる

Ⅲ　単独で
担当業務の栄養アセスメ
ントの根拠とその結果を
記録できる

Ⅳ
対象毎（個人、集団、地
域）に行う栄養アセスメ
ントの結果を根拠をもっ
て記録できる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）に指導できる

①地域全体の保健情報を一
元化し、地域特性や健康・
栄養課題を明確にすること
ができる

Ⅱ　指導のもと
担当業務を中心に、栄養
アセスメントに基づき、
健康・栄養課題を明確に
できる

Ⅲ　単独で
担当業務を中心に、栄養
アセスメントに基づき、
健康・栄養課題を明確に
できる

Ⅳ
地域の保健情報や観察に
より、ライフステージ毎
の健康・栄養課題を明確
にできる

栄養介入の計画

①栄養診断に基づき、個人
及び集団、地域の特性を考
慮した栄養指導計画を作成
することができる

Ⅱ　指導のもと
①個別、集団の栄養診断
に基づき、栄養ケア計画
を作成できる
②担当業務を中心にした
地域診断ができ、地域栄
養ケア計画が作成できる

Ⅲ　単独で
①個別、集団の栄養診断
に基づき、栄養ケア計画
を作成できる
②担当業務を中心にした
地域診断ができ、地域栄
養ケア計画が作成できる

Ⅳ
個別、集団、地域の栄養
診断（地域診断）に基づ
き、栄養ケア計画を的確
に作成できる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）に指導できる

4-5

①個人または集団に対する
適切な食事の選択や提案が
できる

Ⅱ　指導のもと
個人や集団に対する食事
の選択や提案でできる

Ⅲ　単独で
個人や集団に適した食事
の選択や提案ができる

Ⅳ
個人や集団に応じた食事
選択や提案が的確にで
き、必要な修正ができる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）に指導できる

①自治体の優先健康・栄養
課題に対応した健康増進計
画及び食育推進計画等の策
定および有効な施策を提示
することができる

Ⅱ　指導のもと
自治体の優先健康・栄養
課題を踏まえた健康増進
計画、食育推進計画を理
解し、担当業務の地域栄
養ケア計画を作成できる

Ⅱ　単独で
自治体の健康増進計画、
食育推進計画を理解し、
担当業務の地域栄養ケア
計画を作成できる

Ⅲ
自治体の健康増進計画、
食育推進計画の目標達成
のため、ライフステージ
別に地域栄養ケア計画を
作成できる

Ⅳ
自治体の健康増進計画、
食育推進計画の目標達成
に必要な施策や事業を中
長期的視点をもって提示
できる

行動変容の理論

①行動科学的技法を用いた
指導ができる

カウンセリング

①対象者が主体的に行動変
容を行うように適切に傾聴
対話を行うことができる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）に指導できる

4-10

Ⅲ
単独で、担当業務の栄養
ケアの記録を書くことが
できる

Ⅳ
対象毎（個人、集団、地
域）の栄養ケアの記録を
的確に行うことができる

Ⅳ
左記について部下(後輩）
に指導できる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）に指導できる

栄
養
ケ
ア
プ
ロ
セ
ス

(
栄
養
診
断
）

栄養診断の理解と
実践

Ⅱ　指導のもと
①栄養診断の概念を理解
できる
②対象（個人、集団）に
応じた栄養診断ができる

栄
養
ケ
ア
・
プ
ロ
セ
ス

栄養記録

Ⅱ
栄養ケアの記録の必要性
が理解でき、指導のも
と、担当業務の記録を書
くことができる

Ⅳ
対象に応じた栄養ケア計
画に基づき、必要に応じ
て修正しながら、的確に
行うことができる

①栄養診断の概念を理解し
説明できる
②原因や関与する危険因子
を決定し、対象者に合わせ
た栄養診断ができる

栄
養
ケ
ア
・
プ
ロ
セ
ス

(

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）

栄養アセスメントの
理解と実践

Ⅱ　指導のもと
①担当業務の栄養アセス
メントの方法が理解でき
る
②各種データ、情報、観
察等、栄養アセスメント
に必要な情報収集ができ
る
③必要な調査等を行い、
その結果を整理できる
④対象者に応じた栄養ア
セスメントができる

Ⅲ　単独で
①担当業務の栄養アセス
メントの方法がわかる
②各種データ、情報、観
察等、栄養アセスメント
に必要な情報収集ができ
る
③必要な調査等を行い、
その結果を整理できる
④対象者に応じた栄養ア
セスメントができる

Ⅳ
①対象者毎（個人、集
団、地域）の栄養アセス
メントの方法がわかる
②多分野、多職種と連携
して、各種データ、情
報、観察等、栄養アセス
メントに必要な情報収集
ができる
③必要な調査等を行い、
その結果を整理できる
④対象者に応じた栄養ア
セスメントができる

Ⅲ　単独で
栄養診断の概念を理解
し、対象（個人、集団）
に応じた栄養診断ができ
る

Ⅳ
対象（個人、集団）に応
じた栄養診断が適切にで
きる

栄
養
ケ
ア
プ
ロ
セ
ス

(

栄
養
介
入
・
計
画
）

目標設定と行動計画

Ⅱ　指導のもと
行動変容ステージやカウ
ンセリング技法を理解し
たうえで、対象者の栄養
ケア計画に基づく指導が
できる

Ⅲ　単独で
行動変容ステージやカウ
ンセリング技法を理解し
たうえで、対象者の栄養
ケア計画に基づく指導が
的確に行うことができる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）を指導できる

4-5

基本
研修

実務
研修

4-3

P47

P444-4

P45

①栄養記録の意義を理解
し、活用できる
②栄養ケアの記録を書くこ
とができる
③栄養ケアの記録が書ける
(ＰＯＳの目的や仕組みを
理解し、ＳＯＡＰに従った
記録が書ける）

①栄養アセスメント指標の
役割を理解できる
②個人や地域の特性や健
康・栄養課題を把握するた
めに、他分野・多職種と連
携し情報を収集・蓄積する
ことができる
③必要な調査を行うととも
に、既存データを収集整理
して評価し、報告すること
ができる
④対象者や集団の適切な栄
養評価ができる

4-6 P46

小項目

経験年数における到達目標　大
項
目

中項目

【表１２－４】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（詳細版） 
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３年 新任期
基本的能力

５年 中堅期Ⅰ
分析実践能力

10年中堅期Ⅱ
創造実践能力

15年以上管理期
管理調整能力

①個別支援計画に沿った栄
養指導ができる
②また、個人の健康・栄養
課題の収集蓄積が、地域の
健康・栄養課題であること
に気づく

Ⅱ　指導のもと
対象またはその家族の個
別支援計画に基づき栄養
指導ができる

Ⅲ　単独で
対象またはその家族の個
別支援計画に基づき、的
確な栄養指導ができる

Ⅳ
対象またはその家族の個
別支援計画に基づく栄養
指導の集積が、地域の健
康栄養課題として整理で
き、施策や事業に結びつ
けることができる

Ⅳ
左記の栄養指導の実践と
考え方を部下（後輩）に
指導できる

①個別事例の支援につい
て、必要に応じ調整会議を
開く等、関係者とチームを
組んで、困難事例に対応す
ることができる

Ⅱ　指導のもと
調整会議に参加すること
ができる

Ⅱ　指導のもと
調整会議に参加し、ケー
スについて説明し、対応
策を検討することができ
る

Ⅲ　単独で
必要な調整会議を開催
（参加）し、困難事例に
チームの一員として対応
できる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）を指導できる

集団を対象にした
栄養指導

①集団指導計画に沿った栄
養指導が実施できる

Ⅱ　指導のもと
集団指導計画に基づいた
栄養指導が実施できる

Ⅲ　単独で
集団指導計画に基づいた
栄養指導が的確に実施で
きる

Ⅳ
集団指導計画に基づく栄
養指導の集積が、地域の
健康栄養課題として整理
でき、施策や事業に結び
つけることができる

Ⅳ
左記の栄養指導の実践と
考え方を部下（後輩）に
指導できる

地域全体へ栄養介入

①自治体毎の健康増進計
画、食育推進計画等の目標
達成に向けた地域の栄養介
入ができる。

Ⅱ　指導のもと
自治体の健康増進計画、
食育推進計画を理解し、
担当業務の中で実践でき
る

Ⅲ　単独で
自治体の健康増進計画、
食育推進計画を踏まえた
地域栄養ケア計画の中
で、担当業務が実践がで
きる

Ⅲ
自治体の健康増進計画、
食育推進計画を踏まえた
地域栄養ケア計画によ
り、全事業を体系化し、
実践できる

Ⅳ
自治体の健康増進計画、
食育推進計画を踏まえ
て、中長期視点で施策化
や事業化を行い、地域栄
養ケア計画に位置付け
て、実施できる

栄養指導媒体

①効果的な指導媒体を選択
または作成できる

栄養指導に必要な
献立と調理

②対象者の栄養課題に応じ
た献立を作成し、調理指導
ができる

栄養指導記録

①栄養ケア及び栄養介入の
記録が書ける

Ⅱ　指導のもと
担当業務の栄養ケア、栄
養介入の記録ができる

Ⅲ　単独で
担当業務の栄養ケア、栄
養介入の記録が的確にで
きる

Ⅳ
対象毎（個人、集団、地
域）に行う栄養ケア、栄
養介入の結果を的確に記
録できる

4-10

①都道府県と市町村が連携
して、地域の栄養ケアを検
討、実施する関係づくりが
できる

Ⅱ　指導のもと
担当事業を通じて、都道
府県と市町村が連携して
事業を行うことの必要性
が理解できる。

Ⅲ　単独で
担当事業を通じて、都道
府県と市町村が連携して
地域栄養ケア計画の検
討、実施ができる

Ⅳ
①都道府県と市町村が連
携して地域栄養ケア計画
を作成、実施、評価がで
きる
②人材育成計画に基づ
き、行政栄養士研修会等
が企画運営できる

Ⅳ
左記により、都道府県と
市町村がより一体となっ
た地域栄養ケアが展開さ
れ、共に成果をあげる体
制づくりができる

①保健・医療・福祉を含め
た地域栄養活動の連携体制
づくりができる(食育ネッ
トワーク、地域職域連携、
在宅栄養ケア等)

Ⅰ　指導のもと
保健医療福祉と連携した
栄養ケア関連事業に参加
し、保健の役割を理解す
る

Ⅱ　指導のもと
保健医療福祉と連携した
栄養ケア関連事業を企画
立案できる
・保育所、学校保健分野
・産業保健分野
・医療福祉分野

Ⅲ　単独で
保健医療福祉が連携した
地域栄養ケア計画を作
成、実施、評価できる

①他職種と連携をとりクリ
ニカルパスを適切に運営で
きる

Ⅰ　指導のもと
地域の医療機関で使用さ
れているクリニカルパス
を知っている。

Ⅱ　指導のもと
クリニカルパスを理解
し、在宅療養支援と結び
付けて考えることができ
る

Ⅲ　単独で
必要に応じて医療機関と
連携して在宅療養支援を
行うことができる

①地区組織の育成の重要性
について理解し、養成・育
成が計画的に実施できる

Ⅱ　指導のもと
①自治体の各種計画の中
で地区組織活動の位置づ
けと必要性が理解できる
②地区組織活動の育成・
養成事業に参加できる

Ⅲ　単独で
地区組織活動の育成・養
成事業が計画的に実施で
きる

Ⅳ
①地区組織活動の主体性
を生かした事業展開がで
きる
②自治体の各種計画に地
区組織活動の養成・育成
に関する事項を位置づ
け、計画的に実施できる

①住民の主体的な健康づく
り・栄養改善活動を育成・
支援することができる

Ⅱ　指導のもと
住民参加型の健康づくり
事業に参加し、その必要
性が理解できる

Ⅲ　指導のもと
住民参加型の健康づくり
事業を企画立案し、育成
や支援に関わることがで
きる

Ⅳ　単独で
住民参加型の健康づくり
事業を企画立案し、育成
や支援ができる

実務
研修

小項目

経験年数における到達目標　

4-6 P46

4-11
4-12

P411
P412

Ⅳ
左記について部下（後
輩）に指導できる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）に指導できる

4-7

P47

4-8

基本
研修

中項目

Ⅱ　指導のもと
①組織のチームに参加
し、管理栄養士の役割が
理解できる
②関係機関、他職種と連
携した事業に参加できる

Ⅲ　単独で
①組織のチームに参加
し、管理栄養士の専門性
を生かした業務が実践で
きる
②関係機関、他職種と連
携した事業が実施できる

Ⅳ
①組織のチームのリー
ダー的な役割を果たしな
がら、業務が実践できる
②主体的に関係機関、他
職種と連携した事業が実
施できる

Ⅳ
左記について部下（後
輩）を指導できる

①組織のチーム（保健福
祉）に参加し、他職種と連
携しながら管理栄養士の役
割を果たすことができる
②必要に応じて関係機関及
び他職種と連携して業務を
実施できる

栄
養
ケ
ア
プ
ロ
セ
ス
（

栄
養
介
入
・
栄
養
指
導
）

個人を対象にした
栄養指導

Ⅱ　指導のもと
対象者に応じた指導媒体
や献立提案、調理指導が
できる

Ⅲ　単独で
対象者に応じた指導媒体
や献立提案、調理指導が
できる

Ⅳ
よりよい指導媒体や献立
提案、調理指導ができる
よう、常に工夫や改善を
行うことができる

栄
養
ケ
ア
プ
ロ
セ
ス
（

栄
養
介
入
・
栄
養
ケ
ア
の
調
整
）

他職種等との連携・
地域連携

大
項
目

【表１２－５】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（詳細版） 
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３年 新任期
基本的能力

５年 中堅期Ⅰ
分析実践能力

10年中堅期Ⅱ
創造実践能力

15年以上管理期
管理調整能力

①各種計画における位置づ
けや、他の事業と関連づけ
ながら、個々の事業評価が
できる

Ⅳ
自治体の各種計画と関連
づけて、地域栄養活動全
体の事業評価を行うこと
ができる

①地域防災計画や栄養・食
生活支援について理解し、
適切な対処ができる

Ⅱ
地域防災計画に位置付け
られた栄養・食生活支援
について理解できる

Ⅲ
地域防災計画や栄養・食
生活支援について理解
し、適切な対処ができる

Ⅳ
地域防災計画や栄養・食
生活支援について理解
し、適切な対処について
指導できる

Ⅳ
地域防災計画に基づき
必要な業務継続継続計画
の策定について指導でき
る

①関係部署と連携して、公
的備蓄（現物・流通）、炊
き出し体制を検討し、整備
できる

Ⅲ
公的備蓄（現物・流
通）、炊き出し体制を検
討し、整備できる。

Ⅳ
公的備蓄（現物・流
通）、炊き出し体制を検
討し、関係部署を連携し
指導体制を整備できる

①論文を作成することがで
きる

Ⅰ
論文を作成に協力するこ
とができる

Ⅱ
業務を通じた課題解決の
プロセスをまとめ方が理
解できる

Ⅲ
業務を通じた課題解決の
プロセスをまとめること
ができる

Ⅳ
業務を通じた課題解決の
プロセスをまとめ論文等
を作成することができる

①後進の管理栄養士・栄養
士の教育育成が行なえる

Ⅰ
行政栄養士が行う臨地実
習生への教育育成につい
て理解できる

①施設で受けている臨地実
習の全体像が把握できる

Ⅱ
指導者のもと臨地実習の
全体像が把握できる

①継続した卒後教育を実施
し栄養士の資質向上のた
め、栄養士会への加入を促
すことができる

①学生の特性を理解し，実
習目的が達成できるよう指
導ができる

Ⅱ
学生の特性を理解し，実
習目的を学生と検討する
ことができる

Ⅲ
学生の特性を理解し，実
習目的が達成できるよう
指導ができる

大
項
目

中項目 小項目

経験年数における到達目標　
基本
研修

実務
研修

①課題解決に向けた調査・
研究に、取組むことができ
る
②調査・研究に取組み、研
究発表できる（研究会、学
会など）

①適切な指標を用いてモニ
タリングと評価ができる
②モニタリングの結果から
問題点の整理ができる
③対象者のＱＯＬをふまえ
た栄養ケアの評価ができる

Ⅲ　指導のもと
①自治体のより上位計画
や重点目標を関連づけた
事業評価ができる
②地域栄養改善活動全体
の事業評価を行い、次年
度に反映できる

①より上位の事業計画や重
点目標に沿って、地域栄養
活動を評価できる
②事業ごとに評価指標を設
定し、達成状況を客観的に
評価し、次年度に反映させ
ることができる

①インシデントやアクシデ
ントの分析を行い、その防
止のための体制づくりがで
きる
②感染症、食品衛生危害防
止のための対策について指
導できる

①家庭内備蓄の普及啓発や
食に関する防災教育を実施
することができる
②関係部署と連携して、高
齢者、障害者、乳幼児、そ
の他、特に配慮を要する者
に対する防災上必要な対策
について理解し、食支援体
制づくりができる

P72

5
P50

6 P61

7 P71

4-9 P21
栄養モニタリングと
評価

教
育
活
動

教育

Ⅲ
臨地実習生への教育育成
について計画的な実施が
できる

Ⅳ
臨地実習生への教育育成について計画的な実施がで
きるよう関係者との連絡調整し、PDCAサイクルに
沿った評価ができる

Ⅳ
継続した卒後教育を実施し栄養士の資質向上のため、栄養士会への加入を促すことができる

Ⅳ
学生の特性を理解し，実習目的が達成できるよう指
導ができる
実習目的の達成状況をPDCAサイクルに沿った評価、
見直しができる

Ⅲ
①家庭内備蓄の普及啓発
や食に関する防災教育を
実施することができる
②関係部署と連携して、
高齢者、障害者、乳幼児
等の要配慮者への防災上
必要な対策について理解
し、食支援体制づくりに
ついて理解できる

Ⅳ
①家庭内備蓄の普及啓発
や食に関する防災教育を
実施する関係者に指導す
るできる
②関係部署と連携して、
高齢者、障害者、乳幼児
等の要配慮者への防災上
必要な対策について理解
し、食支援体制づくりが
できる

Ⅳ
①家庭内備蓄の普及啓発
や食に関する防災教育を
実施するため、関係機関
と連携し教育体制を整備
することができる
②関係部署と連携して、
高齢者、障害者、乳幼
児、その他、特に配慮を
要する者に対する防災上
必要な対策について理解
し、食支援体制づくりを
指導できる

Ⅱ
公的備蓄（現物・流通）、炊き出し体制などの整備
の必要性を理解できる

研
究
活
動

研究

Ⅱ
①地域の健康課題を抽出
するための方法を理解で
きる
②調査・研究協力しに取
り組むことができる。

Ⅲ
①地域の健康課題を抽出
するための方法を理解
し、課題解決のための研
究に取り組むことができ
る
②調査・研究に取組み、
研究発表できる（研究
会、学会など）

Ⅳ
①地域の健康課題を抽出
するための方法を理解
し、課題解決のための研
究に対し指導できる
②調査・研究に取組み、
成果を研究発表するため
の指導ができる（研究
会、学会など）

Ⅳ
①地域の健康課題を抽出
するための方法を理解
し、課題解決のための研
究を行う環境整備ができ
る
②調査・研究に取組み、
成果を研究発表するため
の指導ができる（研究
会、学会など）

Ⅳ
左記について部下（後
輩）を指導できる

Ⅱ　指導のもと
①自治体の各種計画と担
当事業の評価との関連が
わかる
②担当事業の評価を行
い、その結果を次年度計
画に生かすことができる

Ⅲ　単独で
①自治体の各種計画と担
当事業の評価との関連が
わかる
②担当事業の評価を行
い、その結果を次年度計
画に生かすことができる

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

安全管理

Ⅱ
①インシデントやアクシ
デント発生時の対応につ
いて理解できる
②感染症、食品衛生危害
防止のための対策につい
て理解できる

Ⅲ
①インシデントやアクシ
デントの分析を行い、そ
の防止のための体制づく
りができる
②感染症、食品衛生危害
防止のための対策につい
て実践できる

Ⅳ
①インシデントやアクシデントの要因分析を行い、
その結果から関係部署と連携し防止対策や体制整備
について指導できる
②感染症、食品衛生危害防止のため、施設のリスク
を把握し、対策について指導できる

災害時緊急対策

Ⅱ
①家庭内備蓄の普及啓発
や食に関する防災教育を
理解できる
②高齢者、障害者、乳幼
児等の要配慮者へのる防
災上必要な対策や支援に
ついて理解できる

栄
養
ケ
ア
プ
ロ
セ
ス
（

栄
養
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評
価
）

Ⅱ　指導のもと
①対象に応じたモニタリ
ング、評価方法が理解で
きる
②適切な方法でモニタリ
ング、評価ができる

Ⅲ　単独で
①対象に応じたモニタリ
ング、評価方法が理解で
きる
②適切な方法でモニタリ
ング、評価ができる

Ⅳ
対象のQOLや生活全般を踏
まえた栄養ケアの評価が
できる

【表１２－６】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（詳細版） 
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３年 新任期
基本的能力

５年 中堅期Ⅰ
分析実践能力

10年中堅期Ⅱ
創造実践能力

15年以上管理期
管理調整能力

①関係部局や関係者と協議
の上、栄養・食生活に関連
する施策全体の情報を集約
し、共有する体制を確保す
ることができる

Ⅱ
栄養・食生活に関連する
施策全体の情報を収集す
ることができる

Ⅲ
部局や関係者と協議の
上、栄養・食生活に関連
する施策全体の情報を集
約し、共有する体制づく
りに参画できる

Ⅳ
関係部局や関係者と協議
の上、栄養・食生活に関
連する施策全体の情報を
集約し、共有する体制を
確保することができる

Ⅳ
栄養・食生活に関連する
施策全体の情報を集約
し、関係部局や関係者と
連携し、共有する体制を
確保するための環境整備
ができる

①上記の分析を踏まえ、優
先的な健康・栄養課題に対
応する中長期計画を策定で
きる

Ⅰ
優先的な健康・栄養課題
を知ることができる

Ⅱ
優先的な健康・栄養課題
に対応する中長期計画を
策定に参画することがで
きる

Ⅲ
優先的な健康・栄養課題
に対応する中長期計画を
策定できる

Ⅳ
左記について部下(後輩）
を指導できる

①生活習慣病の発症予防と
重症化予防の徹底のために
設定した目標に対する施策
を推進できる。
②また、評価・検証、課題
解決に向けた計画の修正、
戦略的取組の検討ができる

Ⅲ
生活習慣病の発症予防と
重症化予防の徹底のため
に設定した目標に対する
施策を推進できる
また、評価・検証、課題
解決に向けた計画の修
正、戦略的取組の検討が
できる

Ⅳ
生活習慣病の発症予防と
重症化予防の徹底のため
に設定した目標に対する
施策を推進し、評価・検
証、課題解決に向けた計
画の修正、戦略的取組が
できるよう環境を整備す
ることができる

①次世代の健康、高齢者の
健康に配慮し、社会生活を
自立的に営むために必要な
機能の維持及び向上のため
の施策を推進できる
②また、モニタリング、評
価、改善ができる

Ⅲ
次世代の健康、高齢者の
健康に配慮し、社会生活
を自立的に営むために必
要な機能の維持及び向上
のための施策立案しモニ
タリング、評価、改善が
できる

Ⅳ
関係機関と調整し、PDCA
サイクルに沿った政策の
評価ができる

P21
P23
P46

①特定給食施設の栄養管理
状況の評価、外食における
栄養成分表示やヘルシーメ
ニューの提供、食育推進の
ネットワークの活用、地域
の栄養ケアの拠点づくりな
ど食を通じた社会環境の整
備の促進のための施策づく
りができる
②また、モニタリング、評
価、改善ができる

Ⅲ
特定給食施設の栄養管理
状況の評価、外食におけ
る栄養成分表示やヘル
シーメニューの提供、食
育推進のネットワークの
活用、地域の栄養ケアの
拠点づくりなど食を通じ
た社会環境の整備の促進
のための施策づくりがで
きる

Ⅳ
関係機関と調整し、PDCA
サイクルに沿った政策の
評価ができる

P21
P30

①健康・栄養状態が良好な
地域やその改善に成果をあ
げている地域の取組を他地
域に広げていく仕組みづく
りを進めることができる

Ⅱ
健康・栄養状態が良好な
地域やその改善に成果を
あげている地域の取組を
収集することができる

Ⅲ
健康・栄養状態が良好な
地域やその改善に成果を
あげている地域の取組を
他地域に広げていく仕組
みづくりができる

Ⅳ
健康・栄養状態が良好な
地域やその改善に成果を
あげている地域の取組を
他地域に広げていく仕組
みづくりを進めることが
できる

Ⅳ
効果のあがる政策を実施
する仕組みづくりを進め
るための環境整備ができ
る

P21

大
項
目

中項目 小項目

経験年数における到達目標　
基本
研修

実務
研修

①優先的な健康栄養課題を
明確にするため、必要な調
査を行うとともに、自治体
の健診結果や調査結果の分
析を行うことができる
②健康・栄養課題の背景と
なる食事内容や食習慣の特
徴について、各種調査結果
とともに地域や暮らしの観
察を含め、総合的に分析す
ることができる P21

分
野
別
基
本
的
実
務
遂
行
能
力

健康日本２１（第二
次）の推進と栄養施
策の成果を得るため
の対策

Ⅱ
健康課題の抽出のために
必要な分析について理解
し、食事や食習慣との関
連性を理解できる

Ⅲ
健康課題の抽出のために
必要な調査、分析を行
い、食事や食習慣との関
連性を分析することがで
きる

Ⅳ
健康課題の抽出のために
必要な調査、分析を行
い、食事や食習慣との関
連性を分析することがで
きるよう指導ができる

Ⅳ
健康課題の抽出のために
必要な調査、分析を行
い、食事や食習慣との関
連性を分析した結果を施
策にすることができる

Ⅱ
生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底のために
目標設定ができる

Ⅱ
次世代の健康、高齢者の健康に配慮し、社会生活を
自立的に営むために必要な機能の維持及び向上のた
めの施策を検討できる

Ⅱ
特定給食施設の栄養管理状況の評価、外食における
栄養成分表示やヘルシーメニューの提供、食育推進
のネットワークの活用、地域の栄養ケアの拠点づく
りなど食を通じた社会環境の整備の促進のための施
策づくりに参画できる

【表１２－７】生涯教育到達目標（公衆栄養分野）に基づく研修ナビ（詳細版） 
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◆５年間の進め方イメージ（例）

科目 内容
講

義

演

習
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 合計

P21 101 わが国におけるリスク要因別の生活習
慣病死亡者の現状 3 1 1 1 3

健康日本21(第2次)に示された、栄養・
食生活目標設定の考え方

栄養・食生活の目標と生活習慣病予防
との関連

保健と医療のつながりによる取組など
の政策立案プロセスの事例

P21 201 演習：先進事例等を用いた、課題解決
のための現状分析、意思決定能力を身
に付ける

1 1 1

P21 104 栄養・健康増進施策における評価の基
本的な考え方 4 2 2   4

データ活用の視点に立った調査の設計
と実施

調査データの蓄積と活用

データ解析と施策評価への活用

市町村と連携した調査の実施とデータ
活用

P21 109 子供の健やかな発育と生活習慣 3  2 1 3 単独

高齢者の社会参加と社会貢献

ライフステージに対応した取組など

P21 209 演習：事例を通じた、地域の健康課要
因分析、食生活上の特徴の明確化、必
要な対策の立案など政策の企画・調整
力を学習

1   1  1

P21 110 ソーシャルキャピタルの向上の取組 3 1 1  1 3
単独

多様な活動主体による自発的取組の推
進

健康格差の現状とその縮小に向けた取
組

政策立案プロセスの事例分析

P21 210 演習：事例を通じ、地域住民との協働
による政策立案について学習 1  1 1

P23 112 食物アレルギーの最新情報 1 1   1
単独

地域住民におけるアレルギー対応ガイ
ドライン
食物アレルギー診療ガイドライン
2012、食物アレルギー栄養指導の手引
2011の理解

代替食の考え方

摂食・誤食防止への対応

P23 117 高齢者の食を取り巻く現状と課題（脳
卒中、生活習慣病の重症化、介護予防
等）

3  1 1 1  3

代謝等の身体メカニズム

後期高齢者健診データ、レセプトデー
タ分析

健診データからの栄養状態の把握
介護予防基本チェックリストから低栄
養者の把握

身体にあった食品の選択の支援

P23 217 事例検討　ライフスタイルを考慮した
栄養指導 1  1  1

食

と

栄

養

に

関

す

る

基

礎

知

識

受講期間（　　　　年～　　　　　年） 他職域

との関連

（共通）

根

拠

に

基

づ

い

た

栄

養

管

理

大

項

目

中

項

目

公衆栄養：P

項目番号

社会生活を営むために必

要な機能の維持及び向上

のための施策形成

健康を支え、守るための

社会環境の整備

生活習慣病の発生予防と

重症化予防のための施策

形成

健

康

増

進

の

推

進

食物アレルギー

地域診断の進め方

健康スポーツ
給食管理
地域栄養

健康スポーツ
地域栄養

健康スポーツ
給食管理
地域栄養

高齢者の栄養政策

地域診断能力

政策形成能力
全ライフステージ

を視野に入れた

施策提案

行政能力

調整能力

対人（個人・集団）

地域支援能力

危機管理能力

【研修計画の立て方】

① ５年間の実務研修で目指すことを整理する（右記例示）

※キャリアノートP28～30「生涯教育到目標（公衆衛生）」

② ①を習得するために必要な主な科目と単位を大項目、中項目の

バランスを見ながら選ぶ

※キャリアノートP104～121「資料４：実務研修項目一覧」

③ ②の具体的な組み立てに際しては、実務研修内容（分野別）を

参考にする

※キャリアノートP67～79「資料３：実務研修内容（分野別）

 

【表１３－１】公衆栄養分野の実務研修項目と５年間の受講計画 
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科目 内容
講

義

演

習
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 合計

P30 103 特定給食施設利用者の身体状況の把握
と改善 4 1 1 1  1 4

給食管理

特定給食施設の栄養管理の状況に関す
るデータ活用の視点に立った評価

特定給食施設における栄養管理の効果
的な実施について

特定給食施設におけるリスクマネジメ
ントと品質管理

災害時の地域での施設間連携

P37 101 適切な食材管理を行うための適切な管
理基準と体制 2  1 1 2

地域栄養

7Sの理解

一般衛生管理プログラムの理解

HACCP衛生管理の理解

公衆衛生栄養士・管理栄養士にゆだね
られる衛生管理

P46 107 妊産婦の食を取り巻く現状と課題（低
体重出生児含む） 1 1   1

地域栄養

代謝等の身体のメカニズム（胎児を育
てるための母体の変化、妊娠中のリス
ク、胎児の発育）

妊婦健診データから栄養状態を把握

自分に合った食品の選択の支援

P46 207 演習：事例検討（ライフスタイルに考
慮した栄養指導） 1 1  1

P46 108 乳幼児の食を取り巻く現状と課題「授
乳・離乳の支援ガイド」等 1 1  1

地域栄養

代謝等の身体のメカニズム（体格、消
化吸収能力、咀嚼能力、味覚形成、食
の自立行動、栄養、食のリズム）

乳幼児健診データから栄養状態を
把握

からだに合った食品の選択の支援
発育・発達に合った食品選択の支援

P46 208 演習：事例検討（ライフスタイルに考
慮した栄養指導） 1 1  1

P47 104 地域の実態把握 2 1   1 2 給食管理
地域栄養

代謝等の身体のメカニズムと生活習慣
病との関係の理解

特定健診データから栄養状態を把握

自分に合った食品の選択の支援

各学会のガイドラインの理解

P47 204 演習：事例検討（経年健診結果の読み
解き、ライフスタイルに考慮した栄養
指導）

1 1  1

103 栄養ケアステーションシステムと活動
概要 1  1 1

地域栄養
福祉栄養

地域の保健医療計画の理解し、地域の
在宅医療・介護等の機能

訪問栄養食事指導

P61 102 地域の防災計画 3 　 　 1 1 1 3
災害発生時のフェーズごとの課題と行
政栄養士の役割

避難所における栄養・食生活支援と要
配慮者対策

感染症発生時の対応

飲料水汚染発生時の対応

P61 202 演習 1 1 1
P80 102 関連法規の理解 2  1 1 2

地域栄養

改定内容についての補完

法令順守と法律の解釈

全ての職域の関連法令を含む

合計41単位 33 8 7 8 8 9 9 41

※実務者研修単位は提示された単位数の中から、必要とされる到達目標を考慮して30単位以上を受講します。

食

事

管

理

プ

ロ

セ

ス

栄

養

ケ

ア

プ

ロ

セ

ス

大

項

目

中

項

目

公衆栄養：P 受講期間（　　　　年～　　　　　年） 他職域

との関連

（共通）項目番号

単位合計

P412

地域栄養
福祉栄養

関

連

法

規

危

機

管

理

体

制

食

事

管

理

プ

ロ

セ

ス

食

品

衛

生

管

理

個

人

を

対

象

と

し

た

栄

養

指

導

集

団

を

対

象

と

し

た

栄

養

管

理

次世代の栄養政策２

ポピュレーション対策と

しての生活習慣病予防

地

域

連

携

地域連携

危機管理

栄養関連法規

特定給食施設における

栄養管理

公衆衛生における

衛生管理

次世代の栄養政策１

【表１３－２】公衆栄養分野の実務研修項目と５年間の受講計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 

 

４．むすびに－新任行政栄養士の育成－ 

 新任期（３年未満）の行政栄養士では、地域の社会資源の理解、地区データの選択収集、組織

の役割・自分の役割の理解、自治体の政策と業務の関わりの理解、調査・研修への参加によるス

キル向上等が求められることが明らかになった。 

 新任の行政栄養士は、公衆衛生事業部が行う新人研修等の生涯教育(基幹教育)の研修を積極的

に受講し、公衆栄養認定管理栄養士（栄養士）にチャレンジしていただきたい。 

 また、一人職場で、技術の伝承等が受けられないものは、都道府県栄養士会や日本栄養士会の

実務研修の受講を通じて是非仲間づくりを行っていただきたい。 

 新任の行政栄養士を抱える中堅期・管理期の栄養士は、生涯教育到達目標等を参考にし、人材

育成を行うことが必要となっている。 

さらに、各自治体・各都道府県栄養士会で新任行政栄養士のための人材育成体制を構築してい

ただきたい。 

 

Ⅳ 参考文献 
 
１ 地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について 

  （平成24 年7 月31 日,健発0731 第8 号：厚生労働省） 

２ 地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善について 

  （平成25 年3 月29 日,健第0329 第9 号：厚生労働省健康局長通知） 

３ 地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針について 

  （平成25 年3 月29 日,健第0329 第4 号：厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知） 

４ 地域保健対策検討会報告書～今後の地域保健対策のあり方について～ 

  （平成24 年3 月27 日：地域保健対策検討会） 

５ 公衆衛生専門職のコンピテンシー,保健医療科学,第55巻,第2号,2006 

６ 地域保健行政従事者に対する系統的人材育成に関する検討,保健医療科学,第63号,第1号,2014 

７ 地域保健総合推進事業「新任時期の人材育成プログラム評価検討会報告書」（平成18年3月） 

８ 指導者育成プログラムの作成に関する検討会報告書（平成19年3月） 

９ ＷＨＯグローバルコンピテンシーモデル、三重県立看護大学紀要11,9-15,2007 

10 実践事例報告「行政栄養士に求められる経験年数別コンピテンシー～（公社）日本栄養士会公

衆衛生事業部研修グループワークの結果から～石川みどり,阿部絹子，吉池信男，横山徹爾，

木戸康博,日本栄養士会雑誌,58(10),2015  

11 熊本県行政栄養士育成指針（平成26年5月,熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課）  

12 行政栄養士育成支援プログラム(平成26年3月,岡山県) 

13 新任時期の行政栄養士支援プログラム（平成21年3月,島根県） 

14 川崎市における保健・医療関係専門職の人材育成のあり方‐栄養士の人材育成のあり方(改訂

第2版)‐(平成27年3月,川崎市) 

15 茨城県行政栄養士人材育成指針(平成27年3月,茨城県) 

16 実践経験10 年以内の管理栄養士の専門的実践能力-コンピテンシー測定項目を用いた到達度

評価- 永井成美，赤松利恵，長幡友実,吉池信男,石田裕美,小松龍史,中坊幸弘,奈良信雄,伊達

ちぐさ,日本栄養士会雑誌 56(2), 98-109, 2013 

17 平成18年度地域保健総合推進事業「指導者育成プログラムの作成に関する検討会」報告書 

（日本公衆衛生協会） 



- 41 - 

 

Ⅴ 委員名簿 

都道府県 氏名 勤務先 

群馬 
阿部 絹子 

(委員長) 
群馬県健康福祉部保健予防課健康増進・食育推進係 

京都 金井 真弓 京都府健康福祉部健康対策課 

茨城 黒澤 直子 茨城県水戸保健所 

東京 
佐藤ひろ子 

（副委員長） 
千代田保健所保健福祉部生活衛生課食品表示主査 

新潟 鈴木 一恵 新潟県魚沼地域振興局健康福祉部 

宮城 高野 由美 石巻市役所桃生総合支所保健福祉課 

神奈川 豊田美由紀 川崎市健康福祉局健康安全部健康増進課 

埼玉 堀  寛恵 埼玉県熊谷保健所 

東京 山田 五月 東京都西多摩保健所 

愛知 
山村 浩二 

（副委員長） 
愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課 

長野 吉川さなえ 長野県長野保健福祉事務所 

 

 

 

 

 


